
平成２６年７月１０日時点

番号 事項 条文 コメント 反映状況

１ 策定の趣旨
●　御指摘を踏まえ、修正いたしました。
●　詳細については、１を御参照下さい。

●　更に検討した結果、本運用基準の策定の趣
旨は、特定秘密の漏えいの防止を図るという点だ
けではなく、特定秘密保護法の運用の適正を確保
するという点にもあることから、策定の趣旨を修正
いたしました。
●　詳細については、１を御参照下さい。

２
特定秘密保護法の運
用に当たって留意す
べき事項

「秘匿性の極めて高い情報」の範囲が恣意的に広
げてはいけないこと、広げないことを、対外的に明
らかにすべきである。曖昧に広くなることは国民主
権の考え方に反する。
秘密の指定は類型的作業として行えるが、指定解
除は個別に判断しなければならないので、秘密指
定を意識的に抑制しないと、秘密の量は増える一
方になる。秘密の範囲が広がり増えることにより
厳格な管理が困難になり、漏えい等のリスクが高
くなり、漏えい・改ざん・消滅などの防止のための
コストが高くなる。
国家公務員法・地方公務員法の守秘義務違反よ
りも法定刑が遥かに重いことからしても、極めて限
定されたものにする必要がある。特定秘密が急増
するのではないかという不信感に対応するには、
秘密の指定を意識的に最小限化するとともに、秘
密指定期間もより短くする必要がある。

●　御指摘を踏まえ、本運用基準において定める
事項に従って、必要最小限の情報を必要最低限
の期間に限って特定秘密として指定するよう、明
記することとしました。
●　詳細については、２（１）アを御参照下さい。

(1)

拡張解釈の禁止並び
に国民の基本的人権
及び報道・取材の自
由の尊重

「準則」は、一般的な法律用語としては、規則に準
じるという意味であろう。ここでは、そうではなく大
原則であるとか基本であるという趣旨を明確にし
なければならない。用語について検討すべきであ
る。

●　「準則」とは、「準拠すべき法則の定め」（学陽
書房「法令用語辞典　第９次改訂版」）のことをい
い、「準拠」とは「ある行為又は処分をするについ
て特定の基準にのっとること」（同上）をいうとされ
ています。
　本法の第22条の規定は、正に、行政機関の長等
が本法を解釈適用する際の特定の基準であるこ
とから、「準則」と表現しても法令用語上問題はな
いものと解されます。また、国会においても、第22
条が解釈適用の準則である旨答弁しているところ
です。
●　他方で、第22条の趣旨を明確にしなければな
らないというのは、委員の御指摘のとおりであるこ
とから、第22条が特定秘密保護法の解釈適用に
当たる当事者全てが従わなくてはならない基準で
ある旨明記することとしました。
●　詳細については、２（１）柱書きを御参照下さ
い。

「解釈適用に当たるすべての者が従わなければな
らない基準」とあるが、解釈適用のみではなく、運
用や取扱いもある。「解釈適用」では足りない。

●　御指摘を踏まえ、第２２条は、特定秘密保護
法の運用に関わるすべての者が解釈適用に当
たって従わなくてはならないものであることが分か
るよう、修正いたしました。
●　詳細については、２（１）柱書きを御参照くださ
い。
●　なお、御指摘のあった、特定秘密の「取扱い」
については、特定秘密の運用に含まれることか
ら、特出ししてはおりません。

アについて
「この点についてより留意し」とあるが、普通「より」
は比較を表す言葉である。「特に」や「より一層」と
すべきではないか。

●　御指摘を踏まえ、修正いたしました。
●　詳細については、２（１）アを御参照下さい。

運用基準の素案の叩き台への情報保全諮問会議委員からのコメントと反映状況

Ⅰ　基本的な考え方

情報連携の前提として統一的な制度運用は不可
欠の前提である。秘匿性の高い情報について行
政機関相互で提供し合う必要が生じる場面があり
得るから、管理運用基準を統一しておく必要があ
る。
（案）では、「政府一体となって」とあるが、そのよう
な認識が各行政機関（の長）にあるのだろうか。
「政府」の範囲、「一体」の意味をどう考えるのか。
この文言がなくても、行政組織の相互連携の必要
性はわかるのではないか。
「もって・・・図るものとする。」は不要ではないか。
適正な情報連携は行政機関相互の連携に不可欠
なことであり、「もって」以下に結び付ける必要はな
い。
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番号 事項 条文 コメント 反映状況

「十分に配慮しなければならない」は、具体的にど
のようになるのか。
イ、ウで「十分な配慮」は具体的にどのように捜査
の仕方に表れるのか。例えば、通常の捜索差押
許可状では対象物を広めに書いているが、報道
機関に対して本法違反を理由に捜索差押をする
場合、対象物を必要最小限に限定することになる
か。事件の背景や関係者を詳しく知ろうとすれば、
パソコンや携帯電話などの情報機器を押収して、
その全データを取得し内容を検討することになる
のではないか。これを行うとすると、当該事件に関
係の無い情報を大量に取得することになり、か
つ、以後、捜査機関が自由に使えるようになる。こ
のようなことはやむを得ないのか。

●　第22条第１項は、解釈適用に当たる全ての者
が従わなくてはならない基準であることを明記する
こととしました。
●　また、第22条第１項の趣旨は、基本的人権や
報道又は取材の自由に十分に配慮した上で、特
定秘密保護法の各規定を解釈又は適用すること
にあることから、その旨明記することとしました。
●　なお、具体的な捜査方法については、特定秘
密保護法ではなく、刑事訴訟法等に従って行われ
るものであることから、本運用基準において何らか
の規定を置くことは適当ではないと考えます。

(2)
情報公開法と公文書
管理法の適正な運用

秘密保護法と情報公開法と公文書管理法の相互
関係を説明しておくべきではないか。すなわち、公
的情報はすべて公文書管理法の対象となり、公
的情報は原則として情報公開請求の対象になる。
特定秘密は不開示事由該当情報の一部である。
特定秘密の最小限化の原則の考え方からすれ
ば、不開示事由該当性の判断も慎重に行うべきも
のとし、公開情報と特定秘密の間で量も内容も不
明な情報が拡大することを抑制する必要がある。

●　御指摘を踏まえ、行政機関の保有する行政文
書が公文書管理法に基づき管理され、それと同時
に、情報公開法に基づく開示請求があった場合に
は、一部不開示情報を除き、開示されること、特定
秘密保護法の運用に関わる者は、特定秘密保護
法のみならず、公文書管理法や情報公開法につ
いても適正な運用を徹底する必要があること等に
ついて明記しました。

情報公開法に基づく開示請求がなされた場合に
は、行政機関の長が、不開示ありきではなくその
都度開示・不開示につき厳格に判断するものであ
る、ということを明確にするため、以下のように修
正してはいかがか。
（現状案）「情報公開法に基づく開示請求がされた
場合には、情報公開法に基づき、行政機関の長
が開示・不開示の決定を行うこととなる。特定秘密
に係る部分は、その性格から、情報公開法第５条
各号に掲げる不開示情報に該当するものと判断さ
れると考えられるが、その決定に当たっては、情
報公開法上の不開示情報に該当するか否かにつ
いて厳格に判断する必要がある。」
（修正案）「情報公開法に基づく開示請求がされた
場合には、情報公開法に基づき、行政機関の長
が開示・不開示の決定を行うこととなる。特定秘密
に係る部分についても、開示・不開示の決定に当
たっては、情報公開法上の不開示情報に該当す
るか否かについて厳格に判断する必要がある。」

●　御指摘を踏まえ、修正いたしました。
●　詳細については、２（２）を御参照ください。

３
特定秘密を取り扱う
者の心構え

３では、義務規定と倫理規定とが混在している。
(1)は義務規定で、(2)は倫理規定である。(3)は職
務上の忠実義務が背景にあるため、「対応」という
よりは「対処」とすべきであろう。(4)の「同様とする」
は、説明が足りないのではないか。義務は残るが
倫理の部分は残らないのであろう。「特定秘密を
取り扱う者の責務に鑑み、同様に考えるものとす
る」など表現を検討すべきである。

●　御指摘を踏まえ、修正いたしました。
●　詳細については、３を御参照ください。
● 　なお、修正案では、(1)だけではなく、（２）及び
(3)についても「同様に考えるものとする。」としてお
ります。これは、特定秘密を取り扱わなくなった後
であっても、外部から漏えいの働き掛けを受ける
可能性は排除できず、特定秘密を取り扱ったこと
のある者として自覚ある行動をとる必要があり、ま
た、働き掛けを受けた場合には、例えば、元の職
場の上司等へ報告することなどが考えられるため
です。
●　また、規定順について、大原則である義務規
定を(1)とし、(2)と(3)の順番については、まず働き
掛けを受けることがあること、そしてその次に働き
掛けを受けた後の対処方法を規定する方が流れ
がよりよいと考えております。

「心構え」では弱い。義務であることを明記すべき
である。
「漏えい」だけを問題にすることは、秘密保全の目
的に反する。

●　御指摘を踏まえ、３の表題を「特定秘密を取り
扱う者の責務」と修正することとしました。
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番号 事項 条文 コメント 反映状況

(1)について
原案では、漏えい防止だけをすればよいと限定し
てしまっている。漏えい以外にも問題とすべき場合
はあるのであるから、それらを明示的に排除する
のは秘密保全の考え方に反する。「的確に講じな
ければならない。」とすべきである。

●　御指摘を踏まえ、文末を「措置を適確に講じな
ければならない」と修正することとしました。

(2)について
取扱者の危険は、漏えいを働きかけられる場合だ
けではない。漏えい、改ざん、消滅などを過失・無
過失のうちに行ってしまうこともあり得る。
「自覚ある行動」は抽象的な精神論。実効性がな
い。リスクを下げる客観的な対策を講じる必要が
あり、それを義務づけ、実行しているか否かを
チェックするべきである。

●　「自覚ある行動」をとるようにするためにとるべ
き方策の1つとして、現在施行令に基づき実施され
る特定秘密の保護に関する教育の受講を例示す
ることとしました。
●　また、「自覚ある行動」は不明瞭な精神論との
御指摘を踏まえ、当該箇所を修正することとしまし
た。
●　詳細については、３の(2)を御参照下さい。

(3)について
上司に危険（杜撰な管理、働き掛けを受ける兆候
など）が伺われる場合、部下は当該上司に報告す
ることはできない。どうすればよいか。内部告発の
問題になる場合もあり得るが、そこまでに至らない
場合もある。

●　御指摘を踏まえ、上司だけではなく、報告する
に足る適当な者へ報告する旨記載することとしま
した。
●　詳細については、３の(3)を御参照下さい。

(4)について
特定秘密を取り扱わなくなった後の事後的な責務
について、案では、取り扱う者と「同様に考えるも
のとする」とあるが、守秘義務を持つ者は、その業
務を離れた後でも責務はあるのではないか。「同
様とする」、「同様の責務がある」とすべきではない
か。

●　特定秘密を取り扱わなくなった後においても、
実際に取り扱っていた時と同様の責務を有するこ
とから、御指摘のとおり、「同様とする」と修正いた
しました。
●　詳細については、３（３）を御参照下さい。

１ 指定の要件
第３条第１
項及び別表

「１　指定の要件」の項目の中で、実施体制を記載
するのはおかしいのではないか。

●　御指摘を踏まえ修正しました。

(1) 別表該当性 別表

「別表該当性の判断は、以下に掲げる事項の細
目を参考として行うものとする」とのことであるが、
「参考として行う」の意味するところを明記してはい
かがか。細目にあてはまるものはすべからく別表
に該当する、というわけではない、と理解している
が、そのことを細目全般について明らかにしてい
ただきたい。

細目を可能な限り具体的に記載いただいたとのこ
とであるが、より具体化・限定化・明確化をしては
いかがか。

Ⅱ　特定秘密の指定

●　御指摘の趣旨を踏まえ修正しました。なお、事
項の細目は別表に掲げる各事項を可能な限り具
体的に示したものであり、事項の細目に該当する
ものは、すべて別表に該当するものと考えており
ます。
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番号 事項 条文 コメント 反映状況

ご説明によれば、「事項の細目は、別表事項の内
容を具体的に示しているものであり、別表第１号
関係ロの「防衛に関し」「重要な情報」や、同「防衛
の用に供する」は当然に事項の細目にもかかって
おり（他の事項の細目も同様）」とのことであるの
で、疑義が無いように、「イ、ロ、ハ・・・」とこれらの
部分の下の「ａ，ｂ，ｃ・・・」「（ａ），（ｂ），（ｃ）・・・」が
順にかかっていくことを明示してはいかがか。現状
の案では、「細目」単独で、別表に該当すると誤解
される可能性もあるかと思われる。

●　御指摘を踏まえ修正しました。

引き続き別表記載事項よりも細目のほうが広く見
受けられるものもあるが、より具体的・限定的にし
てはいかがか。
一部例を挙げると、
別表では、「イ　自衛隊の運用又はこれに関する
見積り若しくは計画若しくは研究」となっているとこ
ろ、細目が「ａ　自衛隊の運用又はこれに関する見
積り若しくは計画若しくは研究（これらについての
検討を行うための方針を含む。以下同じ。）」となっ
ており、括弧書きがあることにより別表記載事項よ
りも広いようにも見える。

●　御指摘を踏まえ、Ⅱ１(1)別表第１号イａの括弧
書きを削除しました。
●　なお、前回回答したとおり、事項の細目は、当
方として可能な限り具体的に記述したものであり、
また、関係省庁とも協議を重ねたものです。別表
記載事項よりも細目の方が広いというものはござ
いません。

別表記載事項に該当しない範囲を明示してはい
かがか。
例えば、自衛隊に関する情報は全て別表記載事
項に該当する、暗号に関する情報は全て別表記
載事項に該当する、というわけではないのであれ
ば、該当しない範囲を明示してはいかがか。
素人目には、自衛隊に関する情報が全て別表記
載事項に該当するようにも思われる。

●　御指摘の趣旨を踏まえ、Ⅱ１（１）の柱書きの
記述を修正しました。御指摘のように別表事項に
該当しない範囲を網羅的に示すことは困難です
が、別表該当性は事項の細目に該当するか否か
により判断することとすることにより、事項の細目
に該当しないものは別表にも該当しないことが明
らかになっていると考えます。

別表記載事項よりも細目のほうが広く見受けられ
るものもあるが、より具体的・限定的にしてはいか
がか。
一部例を挙げると、
「ロ　防衛に関し収集した電波情報、画像情報そ
の他の重要な情報」の細目が
「a　電波情報、画像情報その他情報収集手段を
用いて収集した情報」とされており、ロの記載事項
よりも限定がなされていないようにも思われる。
「ト　防衛の用に供する暗号」の細目が、
「わが国の政府が用いるために作成された暗号」
とされており、同様。
「ロ　安全保障のために我が国が実施する貨物の
輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその
方針」の細目
「a我が国が実施する以下の措置の方針」
「ハ　安全保障に関し収集した国民の生命及び身
体の保護、領域の保全若しくは国際社会の平和と
安全に関する重要な情報、、、」の細目
「a電波情報、画像情報その他情報収集手段を用
いて収集した情報」
その他細目についても同様。

●　事項の細目は、別表事項の内容を具体的に
示しているものであり、別表第１号関係ロの「防衛
に関し」「重要な情報」や、同「防衛の用に供する」
は、当然に事項の細目にもかかっており（他の事
項の細目も同様）、「イ、ロ、ハ・・・」と記載している
別表事項の部分とこれらの部分の下に「ａ、ｂ、
ｃ・・・」「(a)、(b)、(c)・・・」と記載している事項の細目
の部分を合わせて判断することとなりますので、
別表事項よりも広くなるものではないことを御理解
いただければ幸いです。
●　なお、
　・　別表第１号ロの事項の細目ａは、別表の「重
要な情報」の１つとして、「情報収集手段を用いて
収集した情報」を具体的に示したものです。
　・　別表第１号トの事項の細目は、「我が国の政
府が用いるために作成された」とし、また、括弧書
きで「民生用のものを除く」としているとおり、防衛
の用に供する暗号の中でも、民間でも広く用いら
れているような暗号は当てはまらない旨を明確に
しています。
　・　別表第２号ロの事項の細目ａは、別表の「そ
の他の措置（中略）の方針」のうち、別表に例示さ
れた貨物の輸出入の禁止の方針以外の措置の方
針として、いかなる措置の方針が別表に該当する
かを(a)から(f)までに具体的に示しています。
　・　別表第２号ハの事項の細目ａは、別表の「重
要な情報」の１つとして、「電波情報、画像情報そ
の他情報収集手段を用いて収集した情報」を具体
的に示したものです。
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番号 事項 条文 コメント 反映状況

別表に用いられている用語の定義をしてはいかが
か。
別表に用いられている用語、例えば「防衛力」「防
衛の用に供する」「特定有害活動の防止に関し」
「テロリズムの防止に関し」などについて、運用基
準で定義を明確にしてはいかがか。
現在作成されている逐条解説においても明示して
はいかがか。

●　「防衛力」と「防衛の用に供する」については、
運用基準で定義を設けた場合、冗長となるきらい
があるため、逐条解説において解説を記述したい
と考えております。
●　また、「特定有害活動の防止」と「テロリズムの
防止」についても、法律に「特定有害活動」「テロリ
ズム」の定義が置かれ（第12条第２項第１号）、こ
れらの「防止」が何であるかも別表第３号及び第４
号で明らかになっていますので、逐条解説におい
て解説を記述したいと考えております。

別表に用いられている用語の定義をしてはいかが
か。
別表に用いられている用語、「特定有害活動の防
止に関し」「テロリズムの防止に関し」などについ
て、特に「に関し」等の表現は、広く解釈され得る
用語かと思われる。運用基準で定義を明確にして
はいかがか。

●　「関し」は、「～についての」、「～に関係があ
る」（広辞苑）という辞書通りの意味で用いており、
「関し」を定義するとしても、これらの類義の文言に
置き換えることによっては必ずしも定義がより明確
になるとは考えられません（なお、特定有害活動
及びテロリズムについては、特定秘密保護法第12
条第２項において定義するとともに、法別表にお
いてそれぞれについて事項を類型的に規定し、運
用基準においてお示ししている事項の細目におい
てそれらの事項の内容を具体的に示して、その内
容が明確となるようにしております。）。「関し」は他
法令においても広く用いられていることから、事務
局としてはこの語をこのまま用いざるをえないと考
えております。

別表第１号トの括弧書きの記載ぶりについて、「～
に限り、～を除く」という表現は並列か。誤解を招く
表現である。

●　国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関
する法律、東日本大震災の被災者等に係る国税
関係法律の臨時特例に関する法律等の法律等に
おいて多数規定例はありますが、御指摘を踏ま
え、「～に限る。また、～を除く」と修正しました。

テロで緊急事態というのは想像がしやすいが、特
定有害活動の緊急事態というのは、まさにマスコ
ミ等の主張のとおりデモも含まれるという誤解を招
くのではないか。必要だというのは分かるが、解釈
が広がりやすい表現である。

●　別表の「特定有害活動」は、法第12条第２項
第１号の定義を前提としていることから、特定有害
活動とは諜報活動、大量破壊兵器関連物質の不
正取引、拉致等を指し、デモは含まれません。
●　なお、デモも含まれるのではないかという主張
は、特定有害活動ではなく、テロリズムに含まれる
のではないかとの問題提起を受けることもありま
すが、デモは、法令の範囲内で行われる限り、言
論の自由の表れであり、また、法第12条第２項第
１号の「テロリズム」の定義を踏まえれば、テロリズ
ムに含まれることはありません。
●　「特定有害活動」、「テロリズム」については、
逐条解説においても解説を記述することとしており
ます。

別表該当事項であっても全てが特定秘密となるわ
けではない旨の記述を加えた方が良いのではな
いか。

●　御指摘を踏まえ、追記しました。

「テロリズム」の定義がよく分からない。本法では、
テロリズムについて定義されているが、昨今、マス
コミにおいても「テロ」という言葉が多用されてお
り、例えば、ボストンマラソンの事件について、
CNN等はテロとは報道していないものを日本のマ
スコミはテロとして報道しているように、テロリズム
の範囲がどんどん広がっていってしまうのではな
いか。

●　巷間においては、多義的に用いられている例
もあると承知していますが、本法においては、テロ
リズムについて「政治上その他の主義主張に基づ
き、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に
不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又
は重要な施設その他の物を破壊するための活動」
と定義しており、御指摘のようにテロリズムの範囲
が広がるということはありません。
●　なお、逐条解説においても解説を記述するこ
ととしております。
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番号 事項 条文 コメント 反映状況

「細目を参考として」では、あくまで参考に過ぎない
ので、際限なく広がることになりかねない。「細目
の範囲内で」「細目の基準により」のようにすべき
である。

●　御指摘を踏まえ、修正しました。

 (1)別表第１号・ニについて
防衛予算は大きく、公開度が低いこと、関連事業
者が少ないことから、（官製）談合が起こりやすい
環境がある。「見積り」の情報公開は談合の防止、
発見にとって有効である。談合防止のために一定
の情報公開が必要である。秘密指定を広げれば
広げるほど談合が容易になる。どのように限定す
るのか。

●　ここでいう「見積り」とは、調達等の契約時の
価格の見積りではなく、時の経過とともに周辺国
の軍事力がどのように変化するか、また、これを
踏まえて我が国の防衛力をどのように推移させて
いく必要があるかといった、防衛力の能力を見積
もるものであり、談合とは関係ありません。

 (1)別表第１号・ニについて
防衛力の「能力」は対外的にアピールした方が対
立国や対立集団を牽制できることになる面もある
が、アピールと高度の秘匿性はどのように使い分
けるのか。

(1) 別表第１号・ホについて
「能力を推察できる」ことを問題視しているが、でき
るようにした方が国防上効果的ということもあるの
ではないか。

(1) 別表第１号・チについて
「研究開発段階のもの」に、大学や民間企業で
行っているロボット開発を含めることになるのか。
介護用ロボットは軍事用にも使える。民間用に開
発して来たものを、ある時期から特定秘密に指定
することがあり得ることを想定しておくべきか。公
になっているか否かによるのか。

●　大学や民間企業が独自に保有しているノウハ
ウ等の情報が特定秘密の指定の対象となること
はありません。

(1) 別表第１号・ヌについて
「防衛の用に供する施設」とは、もともと防衛用とし
てつくられた施設を指すのか、もともとはそうでは
なかった施設を防衛の用に供するようになった場
合も含むのか。公になっているか否かによるの
か。

●　通常は防衛用に作られた施設ですが、いずれ
にせよ、特定秘密に指定するか否かは別表該当
性のみならず、非公知性と特段の秘匿の必要性
を踏まえて判断することとなります。

(1)別表第２号ロについて
これらは公表事項ではないのか。

●　ａ(a)から(f)までの措置については、これらが講
じられれば公になるものも多いかもしれませんが、
これらの「方針」の段階では秘匿すべきものもあり
ます。また、ｂについては、外国公船への対応方
針及び対応状況等が秘匿すべきものとして考えら
れます。

(1)別表第３号・イについて
(c)サイバー攻撃対策の必要は特定有害活動に限
定した問題ではない。防衛、外交、その他の行政
でも同じではないのか。

●　御指摘のとおりですが、例えば、防衛のため
のサイバー対策については、第１号イの事項の細
目ａに該当し得、また、サイバー対策についての
外国の政府等との交渉や協力についても、第２号
イの事項の細目ａに該当し得ると考えます。

(1)別表第３号・ロについて
「重要な情報」とそうでない情報はどのように分類
されるのか。客観的な基準をある程度設けない
と、恣意的になるか、単なる先例踏襲主義に陥り
かねない。

●　運用基準のａからｃまでに掲げる情報を基準と
します。

(1)別表第３号・ロについて
「情報収集手段を用いて」とはどういう意味か。

●　情報収集機器等情報収集のために政府が保
有する能力、ノウハウ等を用いてという意味です。

●　御指摘のとおり、防衛力（装備品）の能力は抑
止力又は透明性を確保するために一定の情報を
公開することは重要ですが、我が国の防衛の手の
内や能力を示し、他国による対抗手段の構築を容
易にするような情報等はなお秘匿する必要があり
ます。
●　なお、いずれにせよ、特定秘密に指定するか
否かは別表該当性のみならず、非公知性と特段
の秘匿の必要性を踏まえて判断することとなりま
す。
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(1)別表第４号・イについて
(c)サイバー攻撃対策の必要はテロリズムに限定
した問題ではない。防衛、外交、その他の行政で
も同じではないのか。

●　御指摘のとおりですが、例えば、防衛のため
のサイバー対策については、第１号イの事項の細
目ａに該当し得、また、サイバー対策についての
外国の政府等との交渉や協力についても、第２号
イの事項の細目ａに該当し得ると考えます。

(1)別表第４号・イについて
「テロリズム」は国際組織と国内組織が考えられる
が、後者は「テロリズム」に分類する必要がないの
ではないか。後者への対応は国内の犯罪対策や
地域での治安対応の問題として対応すれば足り、
「テロリズム」という分類をする必要はないのでは
ないか。

●　法第12条第２項第１号における「テロリズム」
の定義を踏まえれば、我が国及び国民の安全に
対する危険性や防止措置等を秘匿する必要性と
いった点において、国際テロ組織とそれ以外の組
織によるテロリズムを別表の事項の細目において
区別する理由は見い出し難いと考えます。

(1)別表第４号・イについて
「テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防
止」とあるが、現在の我が国にそのような危険な
存在があるのか。

●　別表の事項の各項目は、現時点での危険性
の有無や高低を示すものではなく、高度の保全を
要する情報を類型化したものです。例えば、第１
号の「防衛に関する事項」の各項目についても、
情報保全の必要性は、現在の我が国が侵略を受
ける危険性の有無に左右されるものではありませ
ん。
●　なお、以前お答えしたとおり、平成７年に発生
した地下鉄サリン事件にもみられるように、「テロリ
ズムによる被害の発生若しくは拡大」の危険性は
依然として日本国内にも存在しているといえます。

(1)別表第４号・イについて
現在、日本国内に「テロリズム」に関連する団体は
あるか。どのような団体がこれに該当するか。日
本共産党は太平洋戦争後、暴力革命を目指して
いると目された時期があったとされるが、いまでも
そのような団体として「テロリズム」に関連する団
体と目されているのか。

● 現在日本国内に存在する「「テロリズム」に関
連する団体」としては、例えば、オウム真理教が挙
げられます。
● また、御指摘の日本共産党についてですが、
特定秘密保護法にいうテロリズムは法第12条第２
項第１号で定義されているところ（「政治上その他
の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを
強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目
的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破
壊する ための活動」）、一般論として言えば、政党
の正当な活動が本法のテロリズムの定義に該当
することはありません。

(2) 非公知性
第３条第１
項

非公知性に関する認識について、関係省庁から
出ているコメントを見ていると、特定秘密に係る情
報が報道される等公になってしまった場合でも、非
公知性が失われず、特定秘密を解除すべきでな
いとの趣旨の意見が出ている。また、「不特定多
数」は、「不特定かつ多数」との説明であったが、
マスコミの記者が特定秘密を知った場合、紙面に
載ったら「公になっている」と判断できるが、記者個
人の中にとどまっているとき、デスクの段階で止
まっているとき、記事になっていないがコピーは出
回っているとき等様々な場合が考えられ、現実的
に秘匿性が維持されているかどうかで区切らざる
を得ない。その意味で情報の適正な管理を図って
いることが重要である。運用基準における非公知
性の記載や事務局による各省からの照会に対す
る回答は妥当であると思うので、関係省庁が事務
局と同じ認識を持つようしっかりと説明すべきでは
ないか。

●　御指摘の制度周知を含め、適正な制度運用
が図られるよう、関係省庁とは今後とも緊密に連
携していきたいと思っています。
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番号 事項 条文 コメント 反映状況

「非公知性の判断は、現に不特定多数の人に知ら
れていないかどうかにより行う」としているが、「不
特定多数」と「特定多数」もある。いずれも、取扱者
の管理から外に出てしまっている点では同じ。「現
に不特定多数の人に知られていないかどうか」を
どのように判断するのか。

アメリカにおいては、再機密指定の制度があり、一
度機密指定を解除した情報であっても、当該情報
を知る者の範囲が特定でき、機密指定の状態に
修復可能なものについて、再機密指定できる。こ
の考えを参考に、非公知性の基準は、秘密として
指定された状態への修復可能性で判断すべきで
あると考える。

非公知性判断は、「不特定多数」の人に知られて
いないかどうかによるとのことであるが、「不特定
多数」の意味するところは、「不特定または多数」
ということか、または「不特定かつ多数」ということ
か。その点を運用基準において明らかにしてはい
かがか。

不特定多数の考え方について、逐条解説におい
て詳しく説明することはできないか。

●　御指摘を踏まえ、運用基準に追記しました。

「不特定多数」の解釈について、「反映状況」に記
載している内容を運用基準に書くことはできない
のか。

●　御指摘を踏まえ追記しました。

１(2)について、外国等で適当な発表がなされた場
合、非公知性がなくなることになるのか。「同一性
を有する情報が報道機関、外国の政府その他の
者により公表された場合、その公表主体及びその
内容が信用性があると認められる場合には」と修
正してはどうか。「認める」との語が、情報の中身
をそのとおりであると認めるということも含まれる
表現なのかがよく分からない。より良い修文がで
きればそれでも良いが、検討いただきたい。

●　御指摘を踏まえ修正しました。

「当該情報と同一性を有する情報が報道機関・・・
により公表されていると認められる場合」とある
が、報道機関に漏えいしている場合であって、未
だ報道機関が公表していない段階は非公知性の
要件を欠いていないということか。

●　指定の要件を充足性しているか否かは個別
具体的な状況に即して判断することになると考え
ます。

(3) 特段の秘匿の必要性
第３条第１
項

１(3)の１つめの・は、情報の中身、対象を長々と書
いているにすぎない。当該情報の漏えいにより、
我が国の安全保障上、他国政府が対抗措置を講
じたり、攻撃を加えたり、脅威となるようなことを
行ったりといった、我が国の安全保障に著しい支
障を与えるおそれを具体的に記述すべきである。
２つめの・は、情報の提供を受けた相手国との信
頼関係が損なわれることに加え、第三国との信頼
関係にも影響する話でもある。相手国との信頼関
係の低下と日本の信用低下を書き分けるべきで
ある。
また、「などの事態が生じ、我が国の安全保障に
著しい支障を与えるおそれ」というが、現在の案文
では、「対抗措置が講じられる」「事態が生じ」と
なってしまう。「事態が生じるおそれ」があることが
正確に表現されていない。全般の記述について整
理すべきである。

●　御指摘を踏まえ修正しました。

●　御指摘の「不特定多数」とは、「不特定かつ多
数」を意味しますが、実際に非公知性の判断をす
るに当たっては、当該情報の内容に応じ、これを
知る必要がある者、実際にこれを知っている者、
当該時点までの当該情報の管理の様態等の要素
を勘案して個別具体的に行うことになると考えられ
ます。
●　なお、本法の下で、米国における再指定のよ
うに、一度非公知性が失われた情報の指定や再
指定を制度化することは困難ではないかと考えま
す。
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番号 事項 条文 コメント 反映状況

　「我が国の能力が露見し、対抗措置が講じられ
る」とあるが、露見の内容程度、高じられる対抗措
置の深刻の程度が考慮されるべきである。
　「支障が生じる」では広過ぎる。「回復しがたい重
大な支障が生じることが明らかであること」と限定
すべきである。

●　御指摘を踏まえ、修正しました。

安全保障上の秘密であることからして、ときの政
府の内政上の都合は考慮されないことを明記す
べきである。

●　御指摘の「政府の内政上の都合」が何を指す
のかが必ずしも明らかではありませんが、「我が
国の安全保障に著しい支障を与える事態が生じる
おそれがあるか否か」により判断するとして、安全
保障上の考慮により判断するべきことを明確化し
ています。

(4) 留意事項

「イ　公益通報の対象事実その他の行政機関によ
る法令違反の隠蔽を目的として、指定してはなら
ない」
とのことであるが、「目的」の有無にかかわらず、
「公益通報の対象事実」を指定してはならないとし
たほうがよいのではないか。
また、当初より、公益通報者の「保護」について運
用基準に盛り込めるように検討されていくとのこと
であったので、通報者が公益通報者保護法等によ
り保護されること（内部告発が適法であること）を
明記すべきではないか。

●　公益通報者保護法上、公益通報の対象事実
は、犯罪となる行為又は行政命令に従わないと罰
則が科される行為に限定されており、行政の法令
違反行為は、原則として公益通報の対象事実に
該当しないので、このような表現としました。
●　また、指定の要件を充足しない指定がなされ
ていることについては、公益通報者保護法上の公
益通報の対象事実にはなり得ませんが、本運用
基準Ⅴ３において、特定秘密の指定等及び特定
行政文書ファイル等の管理に関する通報について
規定しており、その中で、通報者の保護について
も規定しているところです。

「イ　公益通報の対象事実その他の行政機関によ
る法令違反の隠蔽を目的として、指定してはなら
ない」とのことであるが、「目的」の有無にかかわら
ず、「公益通報の対象事実」を指定してはならない
こととしたほうがよいのではないか。

●　国会審議での議論を通じて、公益通報の対象
事実その他の法令違反を隠蔽する目的で特定秘
密に指定することがあるのではないかとの問題提
起を受けていたことも受け、運用基準においてそ
の旨を明示しているものです。
●　行政機関は法令に従って事務を遂行すること
は当然であることに鑑みれば、行政機関の長が、
当該行政機関による公益通報の対象事実その他
の法令違反の事実を認識しているにもかかわら
ず、これを是正するための措置を何ら講じないこと
は、通常想定し難いところではありますが、万が一
当該事実を特定秘密に指定するに及ぶような場
合には、当該事実の隠蔽を目的としている点をと
らえて、特段の秘匿の必要性を欠くものと判断す
ることとなり、そのために目的に係る規定としてい
るところです。

１(4)ウに「努めている」との語があるが、「努め
る」、「配慮する」、「すべき」のランク付けがきちん
となされているのか確認したい。ランク付けをきち
んと行い、一貫して記述すべきである。

●　本運用基準においては、留意すべき事項を訓
示的に示す用語として、「努めること」、「配慮する
こと」の２つを用いておりますが、「努めること」につ
いては主体的に実施する事項について留意すべ
きこととして示し、また、「配慮すること」については
発生するおそれのある影響や懸念事項について
留意すべき旨を示しておりまして、統一的に用い
ております。

１(4)エとして（アの前でも良いが）、「指定すべきも
のを適切に指定しなければならない」や「いやしく
も指定に漏れがあってはならない」といったような
ことを明示的に記述するかどうか検討すべきであ
る。

●　御指摘を踏まえ、修正しました。

「留意」ではなく、義務付けとすべきである。 ●　御指摘を踏まえ、修正しました。

秘密保護法では、制度上（建前上）の指定者と実
際上（実質上）の指定者が異なる。実質的に秘密
指定をする者の前任者と後任者は行政組織内に
おいて先輩と後輩の関係になっていることが日常
的にあり得る。後任者は前任者が行った違法な秘
密指定を解除申請しにくい。このような秘密指定を
確認したときには解除申請する義務を負うとすべ
きである。

●　Ⅲの２の(１)で「行政機関の長は、定期的に、
その指定に係る特定秘密の取扱いの業務に従事
する行政機関の職員に（中略）指定の要件を充足
していないと認めたときには、速やかに指定を解
除する」としています。
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番号 事項 条文 コメント 反映状況

２ 指定手続
第３条第２
項

特定秘密取扱者に限らず、一般職員も対象とする
ことを意識して記載しているが、具体的な内容を
記載しないと職員が困るのではないか。

●　御指摘を踏まえ修正いたしました。

先日来、情報の記録保存・破棄についての具体的
な内容はご検討いただいているとのことである
が、保存期間終了以前の破棄が禁止されることに
よって恣意的な秘密指定が防止される効果も考慮
し、保存期間を指定期間よりも長くすべき旨定め
てはいかがか。

●　指定の有効期間については特定秘密保護法
に基づいて、保存期間については公文書管理法
に基づいてそれぞれ設定されることになります。正
本・原本以外の写しの文書や分析資料の基となっ
た断片情報等、秘密保全及び公文書の管理の観
点から、長期間保存する必要のない、あるいは長
期間の管理が現実的に困難な文書も多いのが実
状であり、一概に保存期間を指定の有効期間より
も長くすることは困難です。

ご説明によれば、保存期間は公文書管理法に基
づいて設定されるものであり、かつ、指定の有効
期間中に廃棄がされる（保存期間が満了する）文
書等も有り得るため、保存期間の設定方針につい
て本運用基準において触れていないものと理解し
ているが、不要な廃棄等を避けるためにも、原則
として保存期間を指定期間よりも長く設定すべき
であることを示すとともに、指定の有効期間中に
廃棄されることが考えられるものについて、例示を
してはいかがか。

●　行政文書の保存期間の設定については、行
政文書の管理に関するガイドライン（平成23年４月
１日閣議決定）等によって具体的な基準が示され
ており、特定秘密が記録された文書についてもこ
れらの基準に従って管理することになります。
●　秘密保全及び公文書の管理の観点から長期
間保存する必要のない、あるいは長期間の管理
が現実的に困難な文書も多いのが実情であり、原
則として保存期間を指定の有効期間よりも長くす
ることは困難であると考えます。
●　しかしながら、特定秘密が記録された行政文
書を廃棄する際には、他の行政文書と同様に公
文書管理法に基づき、原則として内閣総理大臣の
承認を得る必要があることに加え、内閣府に新た
に設置されるチェック機関によるチェックを受ける
ことになるなど、不適切な廃棄が行われることが
ないよう、多層的にチェックする体制を作ることとし
ております。

(1)について
措置を「とる」となっているが、「講ずる」ではない
か。

●　御指摘を踏まえ修正しました。

２(2)の「要件充足性」との語は不適切である。「要
件充足性」とは「指定の理由」のことではないか。
(4)の「当該条件を要件充足性の記述の中で明ら
かにする」という書き振りは、「当該条件を指定の
理由の中に明示しておくこととする」とすべきでは
ないか（その他の「要件充足性」についても「指定
の理由」に修正すべきとの御指摘）。

●　御指摘を踏まえ修正しました。

（2）について
「指定の条件を充足していると判断する理由」はど
のような記述になるのか。類型的形式的だと、単
なる記号になってしまう。指定解除の判断情報に
なることからすると、具体的に記述しておく必要が
ある。

●　指定の３要件、特に特段の秘匿の必要性につ
いて、当該情報が漏えいした場合にどのような安
全保障上の支障が生ずるおそれがあるのかを明
確に記述することとなります。

(4)について
「交渉の終了」とはどういうことか。「交渉」の単位
をどう捉えるか。「終了」をどう捉えるか。実際に交
渉をしている時間、数日間交渉するような場合は
その期間、一定の課題について定期的・不定期的
に交渉している場合はその期間など、捉え方に
よっては外交交渉には終了がないということにも
なりかねない。長期間、交渉の存在や内容を国民
に秘匿しておくことは好ましくない。相手国ではさっ
さと議会や国民に説明しているということが起こり
得ないでもない。

●　外国の政府等との交渉は多様であることか
ら、交渉の単位と終了時点をどのように捉えるか
を一概に申し上げることは困難ですが、このような
情報は、当該特定秘密ごとに、指定時に作成され
る要約又は指定の理由の中で明らかにされること
となると考えられます。
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番号 事項 条文 コメント 反映状況

行政機関の長は「指定の理由」において、指定の
解除の条件を明らかにすることとなっており、当該
条件の設定はそれぞれの行政機関の長に委ねら
れている。「災害時の住民避難等国民の生命及び
身体を保護する観点からの公表の必要性のある
場合」等、一定の条件については、必ず、行政機
関の長が、解除の条件として「設定するものとす
る」というかたちにしてはいかがか。

●　指定を解除するべき条件の有無やその内容
は、当該情報に応じ個別具体的に判断する必要
があるため、御指摘のようにすべての特定秘密に
ついて、必ず解除すべき条件を予め設定すること
は困難であることを御理解いただければ幸いで
す。一方、災害時の住民避難等の具体的例を挙
げつつ、解除すべき情報につき指定の理由の中
で明らかにするものとする旨行政機関の長に求め
る内容としております。

３
指定の有効期間の設
定

第４条第１
項

各行政機関の内規に取扱い基準を設けるように
運用基準で規定していくことは考えていないの
か。個別の特定秘密につき指定の都度その有効
期間を考えるのか。

●　御指摘を踏まえを修正しました。

本当に「最も短い期間」となっているかはどのよう
な仕組みでチェックするのか。

●　一義的には各行政機関の長が責任を持って
チェックすることになりますが、内閣府独立公文書
管理監（仮称）が特定秘密の指定等の検証・監察
等を行う中で、御指摘の事項についてもチェックを
することになります。

今回、基本的考え方とともに期間の例について具
体的に記載をいただいたとのことであるが、今後
の運用基準案のご検討に応じて、別表記載事項
及び細目ごとの基本的考え方及び期間の例につ
いて具体的に記載をしてはいかがか。

●　事項の細目ごとに有効期間の設定の基準を
記述することも検討しましたが、実際には、同じ事
項の細目の中でも比較的短期間の有効期間を設
定できるものもあれば、５年とすべきものもあると
考えられることから、事項の細目ごとに基準を記
述することは困難であり（仮に記述するとすれば、
すべて「５年」となってしまう）、今回の素案の叩き
台のような記述の方式をとることとしたものです。

(1) について
当該情報の秘密指定期間として必要な最短の期
間を設定することを義務付け、それ以上の延長が
実際に必要になった場合には延長で対応する。
「特定有害活動」「テロリズム」に個人情報が含ま
れている場合があるとすると、指定期間や指定の
要件はどのように考えるのか。

●　通常は、当該個人情報が人的情報源に関す
るものである場合には、指定の有効期間の延長
が重ねられ、長期間にわたって特定秘密として保
護されることとなると考えられます。

４ 関係行政機関の協力

５
指定した特定秘密を
適切に保護するため

の規定

危機管理についての具体的な手順等が運用基準
に書かれていない。政令で危機管理の一部である
緊急廃棄について書かれているが、だれがどのよ
うにやるのかが書かれていない。運用基準できち
んと危機管理に関する措置を書くべき。

●　施行令第１２条第１項第１０号に規定する規程
では、緊急の事態等に際して、特定秘密文書等の
廃棄について規定することとしており、本規程にお
いて、具体的手順等を含む危機管理に関する措
置を定めることとします。

１
指定の有効期間の延
長

第４条第２
項から第４
項

(1)
指定時又は延長時に
定めた有効期間が満
了した場合

第４条第６
項

高度の秘匿性は、時と深く関係している。重大な
諸事情が重なって、一時的に例外的に高度の秘
匿性を維持し、当該情報を知っている者だけの利
用・判断に委ねるものであるから、高度の秘匿性
を認めたときと比べて、諸事情に変化が生じた時
点になったら、高度の秘匿性を維持する必要がな
くなったという判断（指定解除）が速やかに実行さ
れるべきである。「時の経過」は指定解除にとって
重要な要素である。
秘密指定期間が満了するときは自動的に解除す
ることを原則とすることを明示しておくべきである。

●　法律上、指定の有効期間が満了したときに、
これを延長しなければ、当該情報は自動的に特定
秘密でなくなります。この際、指定の外形の除去
等の講ずべき措置については、施行令及び本運
用基準Ⅲ１(2)に規定することとしました。

Ⅲ　特定秘密の指定の解除等
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番号 事項 条文 コメント 反映状況

１(1)の「特段の秘匿の必要性が変化している」場
合は、そもそも延長ではなく再指定することになる
のではないか。ここでいう秘匿の必要性の変化と
いうのは、事情の変化のことであり、延長は、秘匿
の必要性が期間として延びた際に行うものだと理
解している。指定の更新なのか、指定の延長なの
か、新たな指定なのか整理が必要である。

●　御指摘を踏まえ修正しました。
●　なお、特段の秘匿の必要性を巡る状況が変化
した際に、新たな指定を行うこととすると、同一の
情報であるにも関わらず解除・再指定を行うことに
より、延長に内閣の承認を得るまでの期間である
通算30年の積算をやり直すことが可能となってし
まうこと、また、解除・再指定時の表示・表示の抹
消等の事務が煩瑣になること等の理由から、当該
情報に係る特段の秘匿の必要性が別の理由を
もって認められるのであれば、当該特定秘密の指
定の有効期間を延長することをもって対応するこ
とが望ましいと考えます。このような方式でも、有
効期間を延長する際には、指定時と同様に行政
機関の長が、指定の理由を点検し、当該特段の
秘匿の必要性を巡る状況が変化した旨を書面又
は電磁的記録により明記することになります。

延長は、同じ事情が続いているから延長する場
合、情勢が変わったから新たに指定しなければな
らない場合、今までの事情に更に必要性が高まっ
た場合など、様々な場合がある。これらが「巡る状
況が変化しているにもかかわらず」で全て含まれ
るのか。例えば、「変化している中、更に有効期間
を延長するときは」などとすべきではないか。

●　御指摘を踏まえ修正しました。

１(1)アの「対象期間」とはどういう概念か。
●　「５カ年計画」の「５カ年」等当該計画又は見積
りの対象となる期間を意味します。

ア～オについて
これらの例示は、安易な延長を抑制するための目
安であって、指定解除しなくてよい期間の目安と
みるべきものではない。

●　貴見のとおりであり、ここに掲げられた情報に
ついても、指定の理由の点検の結果、指定の要件
を充足していないと認めたときには、各行政機関
の長が速やかに指定を解除することとなります。

１(1)のイ、ウ、エで、「活用」と「使用」が混在してい
るが、整理すべきである。

●　用例を踏まえ、「手法又は能力」は「活用」する
もの、「物」は「使用」するものと書き分けておりま
す。

１(1)のオで「当該交渉が終了したとき」と書き切っ
ていいのか。交渉が覆ったり、新たな交渉を仕掛
けてきたといった場合はどうするのか。これらは、
オにあるおそれが残っている状態といえるのでは
ないか。情報公開法に関連規定があったと思うの
で調べて合わせた書き振りにしていただきたい。
様々なケースを考えていただきたい。

●　御指摘のような場合には、慎重に指定の理由
を点検した上で、有効期間の延長又は新たな指定
をすることが可能であるため、原案を維持したいと
考えております。

(2)
通じて30年を超えて
延長する場合

第４条第４
項

この最後に「同項各号に掲げる事項に関する情報
であることを基本とする。」とあるが、この「基本と
する」という表現は、法第４条第４項第７号の書き
ぶりと比較しても緩すぎるように思われる。
もう少し限定されるような表現に直して頂ければあ
りがたい。

(2)の「基本とする」という表現は、法第４条第４項
各号に掲げる事項以外も認めるように聞こえ、指
摘をいちばん受けるところではないか。状況によっ
ては同項第１号から第６号に掲げる事項に関する
情報と明記した上で、それ以外にこれに準ずるも
のは政令で定める旨規定した上で、「基本とする」
という表現を使うというなら分かる。

Ⅲ３(2)イにおいて「特に慎重に判断するものとす
る」と記載されていることから、Ⅲ１（2）においても
「特に慎重に行うものとする」と記載した方が良い
のではないか。

●　御指摘を踏まえ修正しました。

●　法第４条第４項各号は、指定の有効期間が通
じて60年を超える場合の規定であるため、指定の
有効期間が通じて30年を超える場合はこれら以外
にもあると言わざるを得ませんが、他方で、国会で
はこれまで「30年を超える指定の延長についても、
内閣の承認がなされる場合は、（法第４条第４項
各号に掲げられた）７つの事項に関する情報であ
る場合に限ることを基本とする」と答弁したため、
このような表現とした経緯があります。このような
経緯及び御指摘を踏まえ修正しました。
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番号 事項 条文 コメント 反映状況

２ 指定の解除
第４条第７
項

一定の条件が生じた場合に指定を解除すべき情
報である場合には、当該条件を要件充足性の記
述の中で明らかにするかたちをとるとのことである
が、行政機関の長の判断による記述に任せるだ
けではなく、災害時に地域住民の避難に資する情
報については秘密指定を解除すること等、解除す
べき場合について一定程度具体的に運用基準に
おいても明示すべきではないか。

●　御指摘の趣旨を踏まえⅡ２(4)の記述を追加し
ました。

(1)
指定の要件充足性の
点検等

「平素から・・・点検させ」は抽象的な掛け声では無
意味である。具体的な制度にして、平素から点検
することを実行させ、実行しているか否かがわか
るようにしておく必要がある。

秘密指定の要件充足性の点検を平素より行う（III
２（１））とのことであるので、特定秘密管理簿にお
いて、点検実施時期及び結果を記載することとし
てはいかがか。

「行政機関の職員」は、実質判断ができる者を指し
ているのか。

●　御指摘の「行政機関の職員」は、特定秘密の
取扱いの業務に従事する行政機関の職員を指
し、貴見のとおりです。

(2) 解除の通知
第４条第４
項

通知はだれ宛に行うのか。
通知先では、秘密指定解除があったことを当該文
書に表記するのかしないのか。

●　当該特定秘密の取扱いに従事する職員に通
知し、当該特定秘密が記録等された文書等につ
いて、特定秘密の表示を抹消し、解除の表示を行
うこととします。

過去に従事していた者は、当該文書を持っている
ことはないはずだが、内容をある程度記憶してい
る可能性はある。これらの者は異動や退職などに
より、指定解除の事実を知らない。３０年経過した
ような場合でも、これらの個々人にも通知するの
か。

●　通知をすることは困難と考えられますが、担当
部局において問い合わせに答えられるようにする
など、特定秘密の取扱いの業務に従事していた者
が、その取り扱っていた特定秘密の指定が解除さ
れたか否かを確認することができるようにするもの
としています。

３

指定が解除された特
定秘密が記録された
行政文書で保存期間
が満了したものの取
扱い

第４条第６
項

特定秘密が記録された行政文書のうち、歴史資料
として重要であるとはいえない場合について具体
例を示してはいかがか。

●　御指摘の趣旨を踏まえて修正しました。

(1)
指定の有効期間が通
じて30年を超える特
定秘密

(2)
指定の有効期間が通
じて30年未満の特定
秘密

イについて
長期間秘密指定していた情報であり、原則として
「重要」と判断すべきではないか。

●　当該規定は、指定の有効期間の延長の上限
は５年であるところ、指定の有効期間が通じて25
年を超えると、指定の有効期間を後１回延長する
ことで、当該有効期間が通じて30年を超え、国立
公文書館等へ移管する対象となるものがあるた
め、国立公文書館等への移管を回避するために
30年の直前で廃棄等するようなことが生じないよ
う訓示するとの趣旨から設けたものですが、これ
は御指摘の「原則として「重要」」という趣旨を具体
的に記述したものであると考えております。

１
適性評価の実施に当
たっての基本的な考
え方

１の「必要以上」との語は、数の問題であるため
「過不足なく必要な者に範囲を限って」などと修正
すべきである。

●　御指摘のとおり修正しました。

「過不足なく」とするために、事前に概要を説明し
て、幾人必要になるかを詰めておく必要があるの
ではないか。

●　評価対象者の選定が、各行政機関において、
過不足なく必要な者に範囲を限って行われるよ
う、周知をしてまいりたいと考えます。

１の「組合活動」との語は正確でない。公務員であ
れば「職員団体」であろうし、企業体であれば「労
働組合」であろう。

●　御指摘を踏まえ、「労働組合の活動」に修正し
ました。なお、本文は例示であるため、公務員の
場合においても読み替えて解釈できるものと考え
ます。

Ⅳ　適性評価の実施

●　御指摘の趣旨を踏まえた上、特定秘密指定管
理簿の記載スペースの関係から、点検年月日を
書面又は電磁的記録に別途記載又は記録するこ
ととしました。
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番号 事項 条文 コメント 反映状況

１で「人事評価のために適性評価の結果を利用等
してはならない」としているが、調査対象者に渡す
文書（告知書等）にも、人事評価で不利益になるこ
とはない旨きちんと記述すべきである。

●　御指摘を踏まえ、告知書（７「適性評価の実施
に当たって取得する個人情報の取扱い）に記載を
追加しました。

漏えい防止だけが問題なのではないから、漏えい
だけに絞り込んで考えるべきではない。情報の適
正な管理という考え方に立てば、漏えい防止も含
まれる。
情報の適正な管理のために必要なルールを設定
し、そのルールを実行しているか否かに重点を置
くべきである。ルールの遵守状況が不良であれ
ば、１号乃至７号に問題がなくても、取扱をさせる
べきではない。

●　御指摘のとおり、情報の適正な管理は重要と
考えており、６（1）の評価の視点に、「情報を適正
に管理することができるか」を追加しました。

「必要以上に評価対象者を選定しない」とは、多く
の候補者から少数者を選ぶという方法を採用すべ
きではないという意味か。適性のハードルをどれ
ほど高くするかにかかっている。職場の限られた
者の中から選ぶとなれば、ハードルを低くせざるを
得なくなる。ハードルの高さ（低さ）は多くの対象者
について当てはめることで相当程度客観化できる
ようになる。職員が少ない職場ではハードルが低
くなり、職員が多い職場ではハードルが低くなると
いうのはおかしい。結局、適正な管理を実行させ
ることに支障があることが明らかな者やこれに近
い者を排除するということになるのではないか。

●　趣旨を明確にするため、「過不足なく必要な者
に範囲を限って行う」に修正しました。

「適法な政治活動及び組合活動について調査す
ることは厳に慎み、仮に調査の過程で調査事項に
関係しない情報を取得した場合には、これを記録
してはならない。」とあるが、これは本人のプライバ
シー保護が目的であるから、これを実効あるもの
にするには、本人の開示請求と訂正・抹消請求権
が認められる必要がある。

●　適性評価で取得する情報についても、行政機
関の保有する個人情報の保護に関する法律の適
用を受け、同法に基づいて、適性評価を実施した
行政機関に対し、保有個人情報の開示請求を行う
ことが可能です。

適合事業者の従業者の適性評価について、情報
を取得する範囲や深さを広げたり、深入りしたりす
ることがないということが分かるよう、「１　適性評
価の実施に当たっての基本的な考え方」に適合事
業者の従業者の懸念に配慮することを記載した方
がよいのではないか。
民間企業の従業者の場合は仕事をもらっている
立場から、適性評価を受けることを断りづらい立
場にある。抵抗できない相手に対して押しつけに
ならないような説明が必要であり、そのような配慮
について記載を加えていただきたいと思う。

●　御指摘を踏まえ、１「適性評価の実施に当たっ
ての基本的な考え方」に記載を追加しました。

２ 実施体制

適性評価の手続でもたつくことは許されないので、
効率性を考えると補助的作業は企業を経由して
行った方が良いかもしれない。複数の実効性のあ
る方法を用意した上で、適宜選択して実施するこ
とにすれば良いのではないか。なお、適合事業者
が手続に関わる場合でも、評価の中身自体には
関わらないということはしっかり確保する必要があ
る。

●　御指摘を踏まえ、(4)留意事項に記載を追加し
ました。

実施体制の留意事項として、適合事業者に通知さ
れない情報を、「評価対象者の意に反するかどう
かに関わらず」当該適合事業者の知るところとな
らないよう、記載すべき。

●　御指摘のとおりの記載としました。

(1) 適性評価実施責任者
第12条第１
項及び第15
条第１項

(2) 適性評価実施担当者

(3) 関与の制限
当該行政機関以外の者が関与することがないこ
と、警察が他の省庁の職員や民間の従業員につ
いて調査することはないことを明記すべきである。

●　御指摘を踏まえ、12「適性評価の実施に関す
る関係行政機関の協力」に記載を追加しました。

３ 評価対象者の選定 第12条
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番号 事項 条文 コメント 反映状況

(1) 手続

３(1)のアの「適性評価が実施される必要があると
認めるとき」は、評価対象者の絞り込みの話であ
り、エの「適性評価を実施する必要があると認める
とき」は、第12条各号の要件該当性についてふる
いにかけるという話であろう。そのように書き分け
るべきである。

●　御指摘を踏まえ、記載を整理しました。

適合事業者において特定秘密を取り扱う職員の
範囲を含めて、契約においてある程度明確に定め
る必要があるのではないか。

●　契約には、適性評価により特定秘密を漏らす
おそれがないと認められた者のみが特定秘密の
取扱いの業務を行うことができる旨定めることとな
るものと考えております。行政機関と適合事業者
との間で定める契約の条項については、各行政機
関に対してモデルを示すことも含め検討してまいり
たいと考えます。

評価対象者の選定に当たって、特定秘密管理者
が適性評価実施責任者に提出する名簿等には、
特定秘密の取扱いの業務を行わせる必要がある
と認める者の氏名、生年月日、所属部署等以外に
も評価対象者を適切に選定するために必要な事
項を追加すべきではないか。

●　御指摘を踏まえ、名簿に記載すべき事項を追
加しました。

(2) 留意事項

新卒採用の場合は原則として適性評価を行わな
いということで、アを削ったとの説明であるが、原
則は採用前でも適性評価を行えるようにする方が
よいのではないか。

本来は特定秘密の取扱いの業務を行う者は全員
クリアランスが必要である。学卒者については、採
用時に適性評価を行うことは、一種の思想調査や
身辺調査のように見えてふさわしくない上、職員
の場合と異なり、適性評価の結果によって採用さ
れないという大きなリスクがあるので、学卒者の適
性評価は採用前に行わないことにしているという
趣旨が分かるように記載や説明をすべきである。

４
適性評価の実施につ
いての告知と同意

第12条第３
項

(1)
評価対象者に対する
告知

(2) 同意の手続

別添２－１では、同意対象が曖昧である。
(1) の①乃至⑦は抽象的過ぎる。
(2)「必要な範囲内」「私の知人その他の関係者」
「公務所若しくは公私の団体」「必要な事項」の範
囲が不明。

●　同意書において調査事項等について詳細な
説明を行うことは困難ですが、御指摘を踏まえ、
告知書に関連の記載を追加しました。

別添２－２では、同意対象が曖昧である。
１の「私の知人その他の関係者」の具体的な範
囲、「質問」事項が不明である。
２の「国及び地方の行政機関、信用情報機関、医
療機関その他の公務所又は公私の団体」の具体
的な範囲、「必要な事項」が不明である。
本人が適性評価実施者や自分の周囲の者に対し
て不信感を抱くことにならないか。

●　同意書において調査事項等について詳細な
説明を行うことは困難ですが、御指摘を踏まえ、
不信感を抱くことのないよう告知書に更に記載を
追加しました。

同意を得る前提として質問票の内容を見せること
はしないのか。質問事項の内容がわからないまま
同意をしなければならないのか。

●　評価対象者に対しては、告知書、同意書ととも
に質問票を交付する予定であり、同意する前に質
問票の内容を確認することもできます。なお、質問
票は運用基準の一部として公表されます。

●　御指摘を踏まえ、アの削除は維持するもの
の、3(1)ア、イの表現を修正しました（「職員につい
て」→「職員として」）。
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番号 事項 条文 コメント 反映状況

イについて
質問票、資料、同意書が同時に提出されることを
差し支えないとしているが、質問票と資料をすぐに
出せる場合に便宜上差し支えないという程度のも
のではないか。一括提出は同意書だけの提出に
比べて時間がかかるので、行政機関の長は不同
意の有無・人数の把握が遅くなる。

●　質問票や資料を同意書と同時に提出してもら
うことが事務処理上効率的かと考えますが、場合
によっては、別々に提出を受けることもできるもの
と考えます同意書の提出がなされない限り、調査
は開始されず、また、調査は質問票に基づき行う
ものであることから、これらの到達を待って調査を
開始することになります。

(3) 不同意の場合の措置
(3)不同意の場合と(4)同意の取下げのウの記載ぶ
りが違うのはなぜか。

●　不同意の場合の派遣労働者を雇用する事業
主に対する通知の手続については、法第13条第３
項によってすでに規定されておりますが、同意の
取下げについては法律で規定されていないことか
ら、書き分けを行っています。

(4) 同意の取下げ

５ 調査の実施
第12条第４
項

(1)
評価対象者による質
問票の記載と提出

イについて
ここでは、「必要な範囲内で資料の提出を求める
ことができる」とされているが、行政機関による個
別の運用がずれないように、この資料につき、一
定の例示をしたらよいと考える。確か、国会におけ
る大臣答弁でパスポートの写しの提出を挙げられ
ていたように記憶している。

●　御指摘を踏まえ、「旅券の写し等資料の提出
を求めることができる」と修正しました。

質問票は、調査範囲と調査事項を画するものなの
か、調査方法の１つ、調査のきっかけか。前者で
あれば、被調査者は自分について調査される範
囲と程度が判断できるが、後者であれば、判断で
きない。(3)(4)では、「質問票に記載された事項等
について疑問点が生じ、これを確認するなどの必
要があるとき」とあり、「等」「など」とあるので、曖
昧になっている。

●　質問票は、法第12条第２項各号の調査事項
について質問を行うものでありますが、必ずしも調
査すべき事項を網羅したものではありません。調
査すべき範囲や程度は個々のケースにより異なる
ものであり、あらかじめこれを明らかにすることは
困難ですが、調査は法に定められた調査事項の
範囲内で行われることとなります。

(2)
上司等に対する質問
等

５(2)の上司等への質問について、「職務の遂行に
ついてよく知る者と認める者」とあるが、職務の遂
行について知っておけば足りるのか。また、「知る
者」、「認める者」とは何か。

●　御指摘を踏まえ、「職務の遂行状況等につい
てよく知ると認める者」に修正しました。

アについて
別添６では、該当の有無について選択肢が「該当
あり／該当なし」となっているが、どちらとも断定し
ない、「不知（知らない）」ということもあり得る。そ
のような選択肢を設けなくてよいのか。
「対象者に確認してはならない。」となっているの
は、対象者に確認することで却って誤った回答に
なってしまうおそれがあることを考慮したものであ
ろうが、誤解や思い込みで「該当あり／該当なし」
の判断を誤っていることがあり得る。このような事
態はどのように回避するのか。

●　御指摘を踏まえ、該当があると認める場合
に、チェックをすることとしました。
●　なお、評価に当たっては、上司等からの調査
票の回答のみをもって直ちに適性の判断を行うの
ではなく、評価対象者への面接、関係者に対する
質問等から得られた情報を基に、評価対象者の
個別具体的な事情を十分に考慮して総合的に判
断することになります。

イについて
質問票と調査票では、「特定有害活動」「テロリズ
ム」の説明内容が異なっているが、解釈ないし理
解の仕方で混乱を生じることはないか。

●　御指摘を踏まえ、質問票と調査票の表現を修
正しました。

ウについて
質問事項、回答を求める詳細さの限度を定めてお
く必要があるのではないか。詳細になればなるほ
どいいと考えると、必要以上の個人情報を収集し
てしまうことになる。回答する側もどの程度回答す
ればよいのか判断しにくい。

●　御指摘のような限度を定めることは困難と考
えますが、質問は５（2）イにおいて「質問票や調査
票に記載された事項について疑問点が生じ、これ
を確認するなど必要があるときは」に限られていま
す。
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番号 事項 条文 コメント 反映状況

エについて
「評価対象者に明らかにしないことを求め」られた
としても、常に明らかにしないというわけには行か
ない。誤った内容の情報を提供された場合、問題
の的確な処理が難しくなる可能性がある。本人に
苦情申出権があることからしても、一定程度の内
容説明は必要になるのではないか。

●　御指摘のとおり、入手した情報を評価対象者
に示す場合も想定されることを踏まえ、その判断
の参考とするために確認を行うこととする旨、記載
を修正しました。

エについて
「確認する」というのは単に手続き的なもので、ここ
ではそれを受けての対応方針は記載されていな
い。上司等は、職務上必要な事項を提供しなけれ
ばならず、それを知られてもやむを得ないのでは
ないか。現在の規定振りでは、確認を行うだけで、
その後どのような対応を行うか明らかではない。こ
の記載の要否を含め、検討するべきである。

●　御指摘を踏まえ、記載を修正しました。

エについて
質問事項ごとに聴取対象者は基本的に決まって
いるのではないか。しかも、本人には個人情報開
示請求権があるので、「関係者」は知られてしまう
か推測されてしまうことは、ほぼ避けられないので
はないか。

●　御指摘を踏まえ、記載を修正しました。
なお、質問事項ごとの聴取対象者は、御指摘のと
おりある程度絞られることは想定されますが、必
ずしも一律に決まるものではないと考えます。

(3)
人事管理情報等によ
る確認

(4)
評価対象者に対する
面接等

(5)
公務所又は公私の団
体に対する照会

アについて
「行政機関以外への照会については」ということ
は、行政機関への照会では、補完的である必要も
なく、必要最小限でなくてもよいということか。
過剰に個人情報を収集しないことを明らかにして
よいのであれば、「調査のための補完的な措置と
して、必要最小限となるようするものとする。」でよ
いのではないか。

●　民間企業等の負担に鑑み、確認的に記載した
ものですが、より趣旨が明らかになるように記載を
修正しました。

ウについて
別添２－２では、照会先が「私の知人その他の関
係者」「公務所又は公私の団体」と不特定になって
おり、質問事項も「必要な事項」と不特定になって
いることからすると、照会先からすると、自分につ
いて本人の同意があるかどうか判断できない。質
問事項についても不明であるし、どの程度回答し
てよいかも不明である。個別に補充調査が必要に
なったのなら、その時点で照会先と質問事項を明
らかにして本人の同意を得るべきではないか。
照会先から「回答義務があるのか」と質問された
場合、どのように説明するのか。「回答義務があ
る」と答えた場合、照会先が「本人に確認して、本
人の了解が得られる範囲で回答する」と言う可能
性がある。さらには、「医師として回答しないことに
している」と言う可能性もある。しかし、医師として
も患者の就労の機会を奪うようなことはしたくない
と考えるであろうから、医師と患者（本人）の信頼
関係を損なわないように配慮する必要がある。

●　別添２－２すべての事項を詳細に記入するの
は困難ですが、どのような照会を行うかについて
は、告知書で説明しており、また、告知書は、運用
基準に添付され公表されます。従って、照会先に
は必要に応じ、その旨を説明し、理解を求めること
になるものと考えます。照会毎に個別に同意を得
ることについては、多数の適性評価を行う事務処
理上の問題があり、かつ、調査の具体的な手法を
明らかにするおそれがあり、事後の適性評価に支
障を及ぼすおそれがあることから、適当でないと
考えます。
●　また、法第12条第４項に基づく照会は、法的に
は、それを受けた公務所等は、原則として報告す
べき義務を負うと解されますが、罰則等により強
制されるものではありません。行政機関としては、
本人の同意を得ていることを説明することが重要
と考えます。

(6) 留意事項

「「適性評価実施担当者指定証」を携帯し、評価対
象者、評価対象者の関係者、照会先の担当者等
から求められたときは、これを提示するものとす
る。」とあるが、行政調査は、ほとんどの場合は証
票を携帯して求めに応じて提示する形となってお
り、それに合わせた記載であると思うが、風営法で
は、相手からの求めがなくても証票を提示する形
になっている。証票を提示してくれと言いにくいと
いう話を聞いたこともあるので、調査に行った際に
は、相手の求めがあってもなくても提示するという
ように、風営法のような形にしたほうがよいのでは
ないか。

●　御指摘を踏まえ、「「適性評価実施担当者指
定証」を携帯し、評価対象者、評価対象者の関係
者、照会先の担当者等に対し、これを提示するも
のとする。」と修正しました。
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番号 事項 条文 コメント 反映状況

(6)イに(2)から(5)の手続の順序を入れ替えて実施
してもよい旨記載されているが、(2)から(5)まで全
てをしなければならないという誤解を生まないか。

●　御指摘を踏まえ、記載を修正しました。

イについて
「必要に応じ」の意味が不明。実行する側の一方
的都合を優先するように読める。
質問票の記載の正確性を確認することが目的で
あれば、(4)が第一順位になるのが原則ではない
か。それから本人の周辺の人になり、さらに外部
へと広がることになるのではないか。本人の補充
説明の内容を確認するために、関係する第三者
に照会し、その結果を再び本人に確認するという
ことも起こり得るのではないか。そうだとすれば、イ
の説明の仕方は、本人に対する質問を基本的に
第一順位として、それ以外の者への質問や照会
は、必要最小限になるようにする、というものの方
がよいのではないか。

●　御指摘を踏まえ、記載を修正しました。

ウについて
それまで収集した個人情報の扱いはどうなるか。
必要なくなったものとして全部を廃棄・抹消するの
か、一部を残すのか、その場合その理由と期間は
どうなるか。

●　御指摘を踏まえ、10（2）に、適性評価の実施
についての不同意書又は同意の取下書が提出さ
れた場合の情報の保存期間を３年とする旨記載し
ました。
適性評価が中止となった場合でも、評価対象者か
ら適性評価についての苦情の申出がなされる場
合等に適切に対応するため、一定期間情報を保
存しておく必要があると考えています。

６ 評価 第12条２項

(1)
評価の基本的な考え
方

６(1)のイの「情報を漏らすよう働き掛けを受けるお
それが高いか」だけで良いか。特定秘密を取り扱
うことが想定される行政機関の職員には、一般的
に働き掛けを受けるおそれはあり得る。それに
よって漏らすおそれがあるか、弱みを持っている
かが重要であり、それを記述するかどうかである。
論理的には抜けている。続けて「又はそれを受け
るような形での弱点等はないか」といったようなこ
とを記述することを検討すべきである。

●　御指摘を踏まえ、「情報を漏らすよう働き掛け
を受けた場合に、これに応じるおそれが高い状態
にあるか」に修正しました。

(1)について、本法では漏えいを問題にしているた
めにこのような書きぶりとなってしまうのかもしれ
ないが、管理の仕方に問題がある人は漏えいの
おそれがなくても、情報の適正な管理の観点から
チェックされるべきである。ア、イがだめというわけ
ではないが、情報の適正な管理は重要な項目と
考える。書きぶり及びその順番を検討して欲しい。

ウ、オ、カだけで足りるのではないか。
ア、イの漏えいは適正管理の問題の一部である。
漏えい問題だけに関心を集中すべきではない。
ア、イはウの規範の中に組み込めばよいのではな
いか。
エはウに収斂できるのではないか。

(2)
評価の際に考慮する
要素

基本は、現在の管理ルールを遵守してくれるか否
かである。過去の失敗・逸脱は、現在に悪影響を
及ぼしていることがうかがわれない限り、重視す
べきではない。失敗や逸脱が過去にあっても、そ
れらがプラスに転化されていれば、マイナスに評
価すべきではない。

●　御指摘のとおり、過去の行為等について考慮
するに当たっては、単に事実があったことのみを
考慮するのではなく、その性質や背景、時期、そう
した行為等が再び生ずる可能性等を踏まえ行うべ
きものと考えており、その趣旨から、（2）「評価の
際に考慮する要素」を設けております。

過去の情報の取扱いに係る非違に関する事項に
ついて評価するに当たっては、評価対象者の行為
だけではなく、当時の職場全体の情報の管理体制
も考慮した方が良い。

●　情報の取扱いに係る非違がある場合、情報の
管理体制についても調査し、「イ 対象行動等の背
景及び理由」として考慮することとなるものと考え
ます。

７ 結果等の通知 第13条

●　御指摘を踏まえ、ウに「情報を適正に管理す
ることができるか」を追加しました。なお、一部に重
複があったとしても、視点を具体的に多く示すこと
によって、行政機関間の判断のばらつきが少なく
なるものと考えます。
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(1)
評価対象者への結果
及び理由の通知

エについて
提供者を明らかに出来ない情報について誤情報
が含まれている場合、どのように対応するか。本
人から異論が出る可能性がある。

●　評価に当たっては、関係者への質問等から得
られた回答のみをもって、直ちに適性の判断を行
うのではなく、評価対象者への面接も含め、調査
により得られた情報を基に、評価対象者の個別具
体的な事情を十分に考慮して総合的に判断しま
す。なお、仮に誤情報によって評価が行われたと
評価対象者が判断した場合には、苦情の申出が
なされるものと考えられ、当該苦情の申出の処理
の中で、事実誤認がなかったかどうかの確認も行
われるものと考えております。

(2)
適合事業者への結果
の通知

８
苦情の申出とその処
理

第14条
評価対象者ではない者を示す際、「評価対象者以
外」ではなく「評価対象者以外の者」と記載すべ
き。

●　御指摘のとおり記載しました。

(1)
苦情の処理のための
体制

８の「適性評価の苦情」は「適性評価に関する苦
情」などとすべきではないか。

●　御指摘のとおり修正しました。

(2) 苦情の申出

法１４条１項の規定の仕方では、苦情申出できる
事項が曖昧。何についてできるかを明示しておく
べきではないか。
評価対象者以外の者からの苦情もあり得るが、ど
こで対応するか。調査の実施方法などに問題があ
る場合、指摘してもらった方がその後の改善に役
立てることができる。

●　御指摘を踏まえ、（5）に記載を追加しました。

(3) 苦情の処理の手続

(4) 苦情処理結果の通知

９
適性評価実施後の措
置

(1)

行政機関の職員が法
第12条第１項第３号
に該当する可能性が
ある場合の措置

アについて
「認めた場合には」は、「認めた場合には、速やか
に」とすべきではないか。

●　御指摘のとおり修正しました。

９(1)のアは、主語が二重に見えるので「上司等
は、（略）認めた場合には」と修正すべきである。

●　御指摘のとおり修正しました。

※（2）適合事業者
の･･･場合の措置に
ついても同じ

ア・(ｱ)について
「外国との関係に大きな変化があったこと」とは、
どのような場合を指すのか。

●　例えば、外国人から多額の経済的な援助を受
けた場合などが考えられます。

※（2）適合事業者
の･･･場合の措置に
ついても同じ

ア・(ｲ)について
「犯罪を犯して」は、実際に犯罪を犯している場合
を指しているように読める。犯罪の成立やアリバイ
を争って否認している事件は含まないと解釈して
よいか。「犯罪」は、軽犯罪法違反など軽微なもの
もすべてを指すのか。

●　検挙された場合には報告することになるもの
と考えます。また、軽犯罪法違反も含め、犯罪は
全て対象となります。
●　なお、これらの事項について報告を受けた上
で、法第12条第１項第３号に規定する事項に該当
するか否か判断することになります。

９(1)のア(ｲ)の「犯罪を犯し」は「罪を犯し」で、(ｳ)の
「行為を行った」は「行為をした」と修正すべきであ
る。

●　御指摘のとおり修正しました。

※（2）適合事業者
の･･･場合の措置に
ついても同じ

ア・(ｲ)について
「検挙された」とはどのような意味か。在宅事件も
含むか、送検されずに済んだ事件も含むか。送検
するか否かも捜査の初期段階では定かではな
い。

●　ここでいう「検挙された」場合とは、書類送致さ
れた場合を含め、検察官に送致された場合となり
ます。したがって、不送致の場合は含まれませ
ん。
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※（2）適合事業者
の･･･場合の措置に
ついても同じ

ア・(ｳ)について
地方公務員法、国家公務員法に規定する「懲戒」
に該当しない行為は対象外という理解でよいか。
「懲戒処分の対象となる行為を行ったこと」とは、
懲戒処分を未だ受けていない段階でも報告事項
になるということか。懲戒処分の対象となる行為で
はないと争っている場合はどうか。

●　地方公務員法、国家公務員法に規定する「懲
戒」に該当しない行為は対象外です。
●　「懲戒処分の対象となる行為を行ったこと」と
は、懲戒処分を未だ受けていない段階でも報告事
項になります。
●　また、懲戒処分の対象となる行為ではないと
争っている場合についても、報告事項になります。
●　なお、これらの事項について報告を受けた上
で、法第12条第１項第３号に規定する事項に該当
するか否か判断することになります。

※（2）適合事業者
の･･･場合の措置に
ついても同じ

(ｵ)について
「不適切な取扱い」とはどのような行為か。

●　処方された薬物をその用量を著しく超えて服
用する場合が考えられます。

※（2）適合事業者
の･･･場合の措置に
ついても同じ

イについて
「該当すると認めるとき」は、かなり確実な事実とし
て認定判断できた時点ということか。そのために、
当該職員を再度、取扱者にするために改めて適
性評価をしなければならなくなるのか。危惧される
ときには早めに対応（担当から一時的に外す）した
方がよいのではないか。そして特に問題がなく、改
めて適性評価を行わなくてもよいようであれば、改
めて行わずに取扱業務に戻してよいのではない
か。

●適合事業者の従業者について、引き続き特定
秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らす
おそれがないと認めることについて疑いを生じさ
せる事情があると認める場合には、適合事業者に
通知することとなります。通知を受けた適合事業
者は、当該従業者が特定秘密の取扱いの業務を
行わうことのないよう必要な措置をとることとされ
ており、その場合、当該従業者に特定秘密の取扱
いの業務を行わせるには改めて適性評価を実施
する必要があります。
●　なお、適合事業者から報告された事情につい
て、法第１２条第１項第３号に規定する事情に該
当しないと認められる場合には、当該従業者は、
引き続き特定秘密の取扱いの業務を行うことがで
き、改めて適性評価を受ける必要はありません。

(2)

適合事業者の従業者
が法第12条第１項第
３号に該当する可能
性がある場合の措置

本運用基準において、民間企業と契約する際の
ひな形を定めないのか。

●　運用基準において、民間企業と契約する際の
ひな形は定めることは考えておりませんが、何ら
かの形で関係省庁に対して示すことは今後検討し
てまいりたいと考えております。

ア(ｱ)について
「認めた場合には」は、「認めた場合には、速やか
に」とすべきではないか。

●　御指摘のとおり修正しました。

ア(ｲ)
「必要な措置」は具体的にどのようなことか。

●　労働者派遣契約において必要な事項を規定
することとなります。

１０
適性評価に関する個
人情報等の管理

第16条

(1)
適性評価記録簿の作
成

適性評価を行わなかった者の個人情報を保有し
ている必要があるのか。

適性評価を途中で中止した者や、適性評価の結
果、「不適性」の評価を受けた者の個人情報を保
有している必要があるのか。

(2) 個人情報等の管理

不同意や同意の取下げの文書も10年保存するの
か。適性評価記録簿と同様10年も必要であるかは
疑問。むしろ不必要な保管となるおそれがあるの
ではないか。

●　御指摘を踏まえ、不同意及び同意の取下げの
場合には、保存期間を３年に修正しました。

(3)
適性評価に関する個
人情報の利用及び提
供の制限

●　適性評価が中止となった場合等であっても、
評価対象者から適性評価についての苦情の申出
がなされる場合等に適切に対応するため、一定期
間情報を保存しておく必要があると考えておりま
す。一方で、その保存期間を一律に１０年とする必
要はないものと考えられることから、御指摘を踏ま
え、不同意及び同意の取下げの場合には、保存
期間を３年に修正しました。
●　また、適性評価の結果、特定秘密を漏らすお
それがないと認められなかった者についても、次
の適性評価の際に調査結果を参考とすることは
十分に想定されるところであり、漏らすおそれがな
いと認められた者と同様に保存する必要があるも
のと考えます。
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１１ 研修

ここで規定されているのは、適性評価実施担当者
に対する研修に限定されており、特定秘密の取扱
者に対する研修が規定されていない。
何らかの規定を置くべきであると考える。

●　御指摘の点については、特定秘密の保護に
関する法律施行令（仮称）（素案の叩き台）第13条
第１項第３号において、秘密を適切に保護するた
めに、行政機関の長は、「職員に対する特定秘密
の保護に関する教育」の実施に関する規程を定
め、当該規定に従って職員に対する教育を実施す
べき旨規定することを検討しております。（なお、
同項目は、施行令（仮称）（素案の叩き台）第14条
第１項柱書及び第16条第１項柱書において、警察
庁長官から都道府県警察への指示事項及び適合
事業者との契約に定めるべき事項としても規定す
ることを検討しております。）

定期、不定期を定めておくべきではないか。 ●　御指摘を踏まえ、記載を修正しました。

１２
適性評価の実施に関
する関係行政機関の
協力

協力の具体的内容として、他の省庁の職員や契
約先従業員の適性評価を行うことが含まれないこ
とを明記すべきである。

●　御指摘を踏まえ、記載を修正しました。

１３
警察本部長による適
性評価

第15条

１４

特定秘密保護法の公
布の日から２年を超
えない範囲内におい
て政令で定める日の
前日までの特定秘密
の取扱いに関する経
過措置

附則第２条

その他

調査票、照会書その他調査対象者及び照会先が
記入を求められる各種様式上においては、記入内
容に基づいて調査対象者が不利益取り扱いを受
けることは無い旨、及び、（照会書においては）照
会先に対し回答は強制されない旨を明記されては
いかがか。

●　質問票や照会書等には詳細な説明を記載す
ることは紙面の制約もあり、困難ですが、御指摘
のように、調査によって得た情報がどのように取り
扱われることとなるのか明記することが重要であ
ることから運用基準ではⅣ１において「人事評価
又はその他の能力の実証を行うものではなく、人
事評価のために適性評価の結果を利用等しては
ならない。」旨明記し、また、Ⅳ10（4）で適性評価
に関する個人情報の利用及び提供の制限につい
て記載しています。また、今回新たに、告知書の７
において、人事評価のために適性評価の結果を
用いることはないことを明記しました。
●　御指摘のとおり照会は、罰則等により回答が
強制されるものではありませんが、法的には、照
会を受けた公務所等は原則として報告すべき義
務を負うものと解しています。御指摘のように回答
は強制されない旨を照会書に記載するよりも、照
会先が回答の判断を行うためには、評価対象者
の同意があることをお示しすることが重要であると
考え、照会等についての同意書を照会先に提出
等できる旨運用基準に明記しました。

別添１（２．注１）について
「その他の活動（例えば、日本人の拉致等の活動
があります。）」とあるが、これでは、「その他の活
動」として「日本人の拉致等の活動」しか具体的な
共通認識にしかならないのではないか。具体的な
共通認識にならない「その他の活動」を、各自が判
断して回答することになるということか。

別添１（２．注１）について
「その他の活動」に具体例が挙がっているが、問
われる側の共通認識としてはこの具体例しかない
ことになるが、それ以外は各自の推測に委ねると
いうことでよいのか。
「その他の活動」が無限定だと、調査が無限定に
広がってしまうおそれがあるのではないか。

●　御指摘を踏まえ、告知書及び質問票に「日本
人の拉致等の活動」以外の例示を追加しました。
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別添１（３．）について
「あなたの上司や同僚」はほぼ具体的に特定でき
るが、「等」「その他の関係者」は特定できない。
「公務所や公私の団体」も特定していない。「例え
ば、医療機関、信用情報機関があります。」という
具体例の説明があるが、これらにしても個別の特
定性を欠いている。これ以外は不明であるし、「必
要な事項」「必要な情報」も無限定である。「適性
評価の実施についての同意書」（別添２－１）、「公
務所又は公私の団体への照会等についての同意
書」（別添２－２）にも同様の問題がある。
「同意」を条件にする以上は、本人にとって、どこ
のだれからどのような話を聞こうとしているのかが
おおよそ了解できている必要がある。個別の調査
が必要な「等」「その他の関係者」「公務所や公私
の団体」は、各適性評価対象者ごとに異なるはず
であり、かつ、基礎調査をしないと個別の調査が
必要か否かだれに対するどのような調査が必要
かが判明しない。したがって、有効な同意を得るに
は、概括的な同意のほかに、第二段階として、個
別具体的な同意を得る手続にすべきである。そう
することで、当初は同意していた者が第二段階で
同意しないという事態が起こり得るが、同意に関
連するトラブルは起こりにくくなる。

●　質問や照会は様々な場合が想定されるため、
すべての事項を記載することは困難ですが、６月
11日日付けの回答でお答えしたとおり、告知書に
記載を追加しています。一方、照会毎に個別に同
意を得ることについては、多数の適性評価を行う
事務処理上の問題があり、かつ、調査の具体的な
手法を明らかにするおそれがあり、事後の適性評
価に支障を及ぼすおそれがあることから、適当で
ないと考えます。

別添１（６．）について
苦情は制度改善のきっかけになる情報であるか
ら、苦情を出しやすい環境にしておく必要がある。
その点から、苦情申出をしたことで不利益な取扱
いを受けることはない、と明記しておくことは意味
がある。問題は実際に不利益取扱い事案が生じ
た場合には、どこでどのように対応をするか。ここ
がカバーされないと、「不利益な取扱いをしてはな
らない」と書いたところで無意味である。

●　仮に、苦情の申出をしたことを理由として不利
益な取扱いがなされた場合には、特定秘密保護
法に基づく苦情申出制度とは別に、国家公務員法
等により対応されることになります。

別添１（７．）について
「同意書を提出した後から適性評価の結果を通知
されるまでの間」⇒「同意書を提出した後であって
も、適性評価の結果を通知されるまでの間は」の
方がわかりやすいのではないか。

●　御指摘を踏まえ、修正しました。

別添２－２について
同意対象が概括的過ぎ、署名者が同意対象を明
確に認識することができない。白紙委任的になっ
てしまっており、個人情報保護のための同意とし
ては有効ではないのではないか。

●　御指摘を踏まえ、別添２－２についても、告知
事項を追加しました。なお、評価対象者は告知書
によってどのようなことが調査されるかなどについ
て告知を受けた上で同意を行うこととなることか
ら、白紙委任的な同意になることはないものと考
えます。

別添５（３．）について
表題が「と関係」となっているが、「との関係」では
ないか。

●　御指摘のとおり修正します。

別添５（３．）について
定義の説明中に、「支援」という言葉があるが、条
文では、「との関係に関する事項」に含まれるとい
う解釈か。「支援」の概念は曖昧かつ極めて広範
である。無限定に広がるおそれがある。それは調
査範囲が広範になる可能性を意味する。明確な
限定が必要ではないか。

●　御指摘を踏まえ、質問票の関係する質問文に
おいて、支援について例示を記載しました。

別添５（３．）について
(1)aの質問では、冒頭から、「外国の利益を」で始
まっている。これは特定有害活動の定義の一部で
あって、テロリズムの定義にはない文言であるか
ら、「上記定義の３つの○のうちのいずれかの活
動であって」という限定を付する必要があるのでは
ないか。

●　(1)aの質問は特定有害活動に関するものであ
り、テロリズムについては、次頁の(2)において質
問することとしています。
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別添５（３．）について
(2)aの質問事項では、「重要な施設その他の物を
破壊する」と書いてないが、定義と同じであるなら
ば、これも書き加えるべきである。その場合、「重
要な施設その他の物」の具体的内容が回答者全
員に共通の認識にならないことが予想される。こ
の点はどのようにして共通化するのか。

●　御指摘を踏まえ、質問事項に「重要な施設そ
の他の物を」を追加するとともに、必要な例示を行
いました。

別添５（３．）について
(4)の質問事項に、「その他の援助」とあり、無限定
になっている。「これらに類する」「これらと同等程
度の」などの限定を加える必要があるのではない
か。

●　御指摘を踏まえ、修正しました。

別添５（４．）について
(1)犯罪
「過去」は、１０年、２０年などの限定を付さないの
か。すべて遡って確認する必要があるか。

「有罪の判決」は略式罰金も含むのか。

「受けた」は確定判決という理解でよいか。

少年事件の場合、逆送・起訴事件は本項目に含
まれるという理解でよいか。

●　特に限定することは考えていません。過去に
犯した罪についてすべて調査の対象となります
が、これを評価するに当たっては、その重大性や
背景、時期、再発の可能性等を考慮することとな
ります。

●　略式罰金も含まれます。

●　確定判決でなくても、有罪の判決を受けた場
合には含まれます。

●　含まれます。

別添５（４．）について
(2)職務上の懲戒処分
公務員の場合、法律上の懲戒処分に限るという理
解でよいか。

●　そのとおりです。

別添５（５．）について
質問文では、漏えいに関する非違のみを問題にし
ているように読めるが、情報の取扱いに係る非違
は漏えいに限らないし、漏えい防止のためにも漏
えいだけに着目すべきではない。

●　質問文は、漏えいだけを問題にしているもの
ではありません。質問文では、使用してはならない
記録媒体への保存や、必要な手続を経ない複写
を例示しており、情報の適正な管理についても着
目しています。

別添５（６．）について
有罪判決を受けていない、捜査機関に発覚してい
ない薬物使用に関する事実の記述を求めている。
事案によっては刑事告発することになる。

●　御指摘のとおり、法令に従い必要な対応を行
うべき場合があると考えます

別添５（６．）について
「確認を要するなど」とあるが、「など」は必要か。
確認するためだけでよいのではないか。

●　御指摘を踏まえ、「記載内容について確認す
る必要がある場合には」と修正しました。

別添６について
依頼文には、「あなたが把握している事実に基づ
き、あなたの所見をありのままに記載してくださ
い。」とある一方で、回答表には、「該当の有無（い
ずれかに○印をつけてください。）」として、「該当
あり／該当なし」のニ択になっている。しかし、回
答者にとって不明、あるいは曖昧な事項もあり得
る。選択肢として「不明」も必要ではないか。

●　御指摘を踏まえ、該当する場合のみチェック
するように修正しています。

別添６（調査票）
「個別具体的な事情を十分に考慮した上で」は、
過剰に個人情報を収集する意味に受け止められ
ないようにする必要がある。

●　御指摘を踏まえ、適性評価のための調査は、
特定秘密保護法第12条第２項各号に掲げる事項
について、必要な範囲内において行う旨を明示し
ました。
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別添10について
特定秘密の保護は漏えい防止だけではないので
あるから、誓約すべきは、「漏らさないこと」ではな
く、「関係規定を遵守し、特定秘密の保護に努める
こと」ではないか。

●　別添10では、本文部分で、「法令及び関係規
程を遵守し、特定秘密の保護に努め」、これを漏ら
さないことを誓約しますと明記していますが、確認
事項の(1)について、上記事項との重複がみられ
ることから、趣旨を明確にするため記載を整理し、
「特定秘密を漏らしたときには、故意・過失を問わ
ず罰せられることがあること」に修正しました。

別添10「特定秘密の保護に関する誓約書」（76頁）
の（３）では運用基準Ⅳ９（１）アが引用されている
のに対して、同78頁では法第12条第１項第３号が
引用されている。
どちらかに統一するべきである。

●　運用基準Ⅳ９(1)アは、本人が特定秘密管理
者に申出する事情を、法第12条第１項第３号は、
適性評価を実施する事情について規定しており、
両者は異なります。しかし、御指摘を踏まえ、その
旨が明確となるよう別紙の記載を整理しました。

１
内閣総理大臣による
指揮監督

第18条第4
項

２

特定秘密の指定等及
び特定行政文書ファ
イル等の管理の検
証・監察・是正

附則第９条
独立公文書管理監（仮称）が是正を求めたが、行
政機関の長が期待された措置を行わなかった場
合、公表することも抑止力になるのではないか。

●　御指摘のような場合については、５(1)オにより
公表することを予定しています。

(1)
特定秘密の指定等の
検証・監察・是正

附則第９条

２(1)では、まず独立公文書管理監（仮称）の権限
を総論的に書き、その権限に資するために、行政
機関の長が○○の情報を提供するという手続面
を記述すべきである。

●　御指摘を踏まえ、「１　内閣官房及び内閣府の
任務並びにその他の行政機関の協力」に内閣府
の任務を定め、「３(1)　内閣府独立公文書管理監
（仮称）による検証・監察・是正」に内閣府独立公
文書管理監（仮称）の事務を定め、「３(2)　行政機
関の長による特定秘密指定管理簿の提出等」に
行政機関の側からの手続的な規定を定めることと
しました。

アについて
特定秘密管理簿の記載事項には、件数のほか、
１件ごとのページ数も記載する。１件でも多数ペー
ジある場合もあれば、逆に、件数は多くても、１件
ごとのページ数は少ないこともある。指定秘密の
量の多寡がわかるようにしておく必要がある。

●　頁数は必ずしも特定秘密の情報量を適切に
表すものではない一方で、特定行政文書等を作
成等するたびに随時増減するものでもあることか
ら、頁数を特定秘密指定管理簿に記載しておくこ
ととするのは困難です。

イについて
「不適切な事案」とは具体的にどういうことか。

●　「不適切な事案」とは、具体的には、特定秘密
の指定等が法令や運用基準に従って行われてい
ないことを意味しておりますが、他の部分の記述と
の平仄を合わせる観点からも、「特定秘密保護法
等に従って行われていないと行政機関の長が認
めた場合」と修正することとしました。

内閣府独立公文書管理監への速やかな報告は重
要であるが、「不適切な事案が発生した（おそれが
ある）」状況下の行政機関の長は、より具体的に
は、現場の取扱者はどのような対応をとることにな
るのか。現場で直ちに対応すべき問題と、行政機
関の長の判断で対応すべき問題と、さらに、内閣
府独立公文書管理監に報告してから対応すべき
問題は、どのように区別して考えればよいのか。

●　当該事案を認知した職員は、特定秘密管理者
を始めとする特定秘密の保護の業務の管理の任
にある職員に通報すること等の対応をすることと
なります。
●　当該事案を認知した行政機関の長は、特定秘
密の指定の解除等適切な措置を講じた上で、速
やかに独立公文書管理監に報告することとなりま
す。

「不適切な事案が発生した」との表現は適切では
ないのではないか。

●　御指摘を踏まえ、「不適切な事案があると行
政機関の長が認めた場合」と修正しました。

２(1)のイの「発生したおそれ」は、「発生したとの情
報があった場合」などとすべきではないか。

●　御指摘を踏まえ、「不適切な事案があると行
政機関の長が認めた場合」と修正しました。

Ⅴ　特定秘密の指定・解除等及び適性評価の実施の適正を確保するための措置
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２(1)のオの取り扱う職員の制限は、第10条第１項
の提供の規定にかかわらず、検証・監察を行う組
織にとって当然すべき原則なので、提供の規定に
続けて書くのはおかしい。別に項目を起こすべき
である。

●　御指摘を踏まえ、「６(1)　その他の遵守すべき
事項」に必要な措置について定めることとしまし
た。

カについて
エによる求めに応じない場合であっても、指定秘
密を抽象化して指定秘密ではない状態のものを提
出させるとか、時期（タイミング）の問題があるので
あれば、問題のある時期を経過した時点で提出・
説明を求めるということも可能ではないか。その限
度でも提出・説明させる意味があるのであれば、と
いう条件つきだが。

●　特定秘密の保護と特定秘密である情報を含
む資料の提出の必要性とのバランスを衡量し、御
指摘のような提出・説明の方法もあり得ると考えて
おります。

(2)
特定行政文書ファイ
ル等の管理の検証・
監察・是正

附則第９条

３

特定秘密の指定等及
び特定行政文書ファ
イル等の管理等の適
正に関する通報

通報の処理に係る記録の適切な保存期間は、一
律のものを定めるのか、案件により異なるのか。

●　統一的な期間の設定については、その必要性
を含め、今後検討してまいります。

公益通報について、先般、厚生労働省の内部告
発が、通報者が既に退職した者であったために要
件に該当しないと判断したケースがあった。確か
に要件には当てはまらないが、法の目的に鑑みる
と、もう少し解釈の仕方があったのではないかと
思っている。この点、本法上の通報制度は既に退
職した者による通報も認められるのか。

●　御指摘を踏まえ、「特定秘密の取扱いの業務
を行う者」を「特定秘密の取扱いの業務を行う者若
しくは行っていた者」と修正しました。

(1) 通報の処理の枠組み

(2) 通報の処理

原則は担当している機関への通報であることとし
た理由について、指定に関する内容に精通してい
るので迅速な対応が可能で、かつ、漏えい防止も
容易に可能な立場であるので、当該行政機関を
飛ばして通報することは、対応の迅速性等に疑義
が生じるからであるという説明を逐条解説等に記
載したほうがよいと考える。

●　御指摘を踏まえ、適切に説明してまいりたい。

「要約して通報」の「要約」とは、施行令第４条第３
号に定める内容なのか。そうであれば、その旨が
即座には分からないので、ここでいう「要約」が同
号に該当するものであることを運用基準に明記し
てはどうか。

●　通報の内容は、特定秘密指定管理簿に記載
されている「概要」に限定されるものではない（「概
要」通りのものでなくとも良い）と考えております。
なお、施行令第４条第３号では、書き振りを変更
し、「要約」という用語は使わないこととなりました
が、通報を行うに当たって特定秘密を漏らしては
ならないことの重要性に鑑み、修正したⅡ３（5）
（特定秘密指定管理簿の記載事項）において「特
定秘密として取り扱うことを要しないよう要約した
もの」と記載したことを踏まえ、ここでも「特定秘密
として取り扱うことを要しないよう要約して通報す
るなど」との例示を示すこととしたいと考えておりま
す。

「特定秘密保護法等に従って行われていないと思
料するときは、、、通報をすることができる」の「特
定秘密保護法等」については、運用基準及び政令
も含まれる旨を明記すべき。

●　「特定秘密保護法等」については、３(1)アに
「特定秘密保護法及び施行令の規定並びに本運
用基準ⅠからⅢまで」と定義しております。
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Ⅴ２においては「不適切な事案」がある場合とあ
り、Ⅴ３では「管理が特定秘密保護法等に従って
行われていないと思料するとき」又は「管理が特定
秘密保護法等に従って行われていないと認めると
き」とある。同じ事をいうのなら平仄を合わせるべ
き。また、法律の趣旨やこの基準に反している場
合、不適切・不当な場合を含むのであれば、これ
らをしっかりと記載すべきである。

●　御指摘を踏まえ、Ⅴ３(2)ア（ｳ）においては「･･･
管理が特定秘密保護法等に従って行われていな
いと行政機関の長が認めた場合」と修正しました。

ア・［通報］について
通報の内容は常に適切とは限らない。適切なこと
もあれば、そうでないこともある。したがって、通報
内容が常に正しいという価値判断で臨むことはで
きない。適切でない場合（通報者の誤解や思い込
みなど）もあるとした上で、通報制度の運用の適正
を確保する必要がある。

●　御指摘の点について認識しつつ、実効的な通
報制度となるよう運用していきたいと考えておりま
す。

ア・［通報の意義］について
通報の根底には、上司や組織に対する不信があ
る。上司や組織にとっては、通報者は通常業務の
やり方に水を差し、邪魔をする組織の裏切り者で
ある。裏切り者探し、裏切り者の追い詰めに、組織
は熱心である。他方、内部の実情を知る者による
通報は、違法指定やルーズな管理が放置、蔓延、
固定化することを抑制する上で最も効果的であ
る。違法指定等の抑制、回避は当該組織にとって
も有益である。そうだとすると、通報しやすくするこ
と自体を意義あるものと位置づけ、そのための条
件を確保すべきである。

●　取扱業務者等は、特定秘密の指定等が特定
秘密保護法等に従って行われていないと思料す
るときは、行政機関等の通報窓口に対し、その旨
の通報をすることができることとしており、通報に
当たって厳格な要件を求めているものではないこ
と、通報者の保護等につき定めていること等から、
充分に通報しやすい制度になっているものと考え
ております。
●　また、御指摘を踏まえ、、「通報すれば不利益
な取扱を受けると信ずるに足りる相当の理由があ
る場合」、「通報すれば当該通報に係る証拠が隠
滅され、偽造され、又は変造されるおそれがあると
信ずるに足りる相当の理由がある場合」、「個人の
生命又は身体に危害が発生し、又は発生する急
迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由が
ある場合」には、行政機関の窓口への通報を経ず
に、内閣府独立公文書管理監（仮称）に直接通報
することができることとしました。

ア・［通報先］について
通報先が「当該特定秘密の指定等又は当該特定
行政文書ファイル等の管理に係る行政機関の窓
口」となっている。これは当該行政機関内に通報
窓口を設置するという意味に読める。そうだとする
と、窓口担当者を通じて、当該行政機関内の者に
通報者がだれであるかを知られてしまうおそれが
あるのではないか。内閣府独立公文書管理監に
対する通報という制度もあるが、この通報は、当
該行政機関の窓口への通報が前置になっている
から、事後審的位置づけであり、当該行政機関の
窓口に通報できない（しない）者は、内閣府独立公
文書管理監に対する通報をすることができない。

●　貴見のとおり、各行政機関内に通報窓口を設
置することとしております。
●　４(3)において、
・　通報の処理に関与した職員は、通報者を特定
させることとなる情報その他の通報に関する秘密
を漏らしてはならないこと
・　正当な理由なく、通報に関する秘密を漏らした
職員に対し、懲戒処分その他適切な措置を講ずる
ものとすること
を定めており、通報者の情報が組織内で共有され
るような事態が起こらないよう必要な定めを置いて
おります。
●　行政機関の窓口への通報が前置になってい
ることについては、御指摘を踏まえ、「通報すれば
不利益な取扱を受けると信ずるに足りる相当の理
由がある場合」、「通報すれば当該通報に係る証
拠が隠滅され、偽造され、又は変造されるおそれ
があると信ずるに足りる相当の理由がある場合」、
「個人の生命又は身体に危害が発生し、又は発生
する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の
理由がある場合」には、行政機関の窓口への通報
を経ずに、内閣府独立公文書管理監（仮称）に直
接通報することができることとしました。
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ア・［通報の仕方と漏えい］について
通報の仕方について、「特定秘密である情報を特
定秘密として取り扱うことを要しないように要約し
て通報するなどし、特定秘密を漏らしてはならな
い。」とあるのは、通報のためとは言えこれを端緒
として指定秘密が拡散することのないようにするた
めに（後日、違法秘密として指定解除になる場合
があるにしても）、合理的である。しかし、反面、要
約が不十分だと漏えいとして処罰されることがあ
るということになる。要約が十分か不十分かは事
案ごとに曖昧であるから、処罰を厳格に実行しよう
とすると、内部通報を禁止したのと実質的には同
じになってしまう。
また、このような通報の仕方であれば、通報先とし
て国会の情報監視審査会があってもよいのでは
ないか。この選択肢を設けることで、行政機関内
の通報窓口に不信を抱いている者でも通報しやす
くなる。

●　特定秘密は、「その漏えいが我が国の安全保
障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に
秘匿することが必要であるもの」であり、通報の形
であっても、特定秘密そのものを漏えいすることに
なれば、我が国の安全保障に著しい支障を与える
おそれがあることから、通報の形であっても特定
秘密を漏えいした者を免責することは適当でない
と考えております。
●　国会に設置される情報監視審査会と内部通
報との関係については、国会において御議論され
るものと考えております。

ア(ｳ)について
「遅滞なく」は、「速やかに」ではないか。

●　「国の行政機関の通報処理ガイドライン（内部
の職員等からの通報）」（平成17年７月19日関係
省庁申合せ）及び「国の行政機関の通報処理ガイ
ドライン（外部の労働者からの通報）」（平成17年７
月19日関係省庁申合せ）における同様の規定に
おいて「遅滞なく」という文言が使われており、通
報制度の性質に鑑みても、「遅滞なく」との文言が
適当であると考えております。

イ(ｲ)について
アの通報を常に優先しなければならないとすると、
そのために通報を躊躇するという事態が起こり得
ないか。通報はなるべくやりやすくした方がよいの
ではないか。

●　御指摘を踏まえ、「通報すれば不利益な取扱
を受けると信ずるに足りる相当の理由がある場
合」、「通報すれば当該通報に係る証拠が隠滅さ
れ、偽造され、又は変造されるおそれがあると信
ずるに足りる相当の理由がある場合」、「個人の生
命又は身体に危害が発生し、又は発生する急迫
した危険があると信ずるに足りる相当の理由があ
る場合」には、行政機関の窓口への通報を経ず
に、内閣府独立公文書管理監（仮称）に直接通報
することができることとしました。

(3) 通報者の保護等

アについて
正当な通報で不利益な取扱いを受けないだけで
なく、正当性を積極的に評価される必要がある。
地位の降格や仕事を取り上げるなどは論外。基本
的には、それまでの地位を保障すること、様々な
事実上の嫌がらせ等にも迅速に対応し、周囲の者
の対応こそが誤りであり改善されるべきことを明ら
かにし、通報者を職場で孤立させない。通報者の
地位を守りきってこそ、内部通報が必要に応じて
実行され、さらには内部通報の必要がない職場に
なっていく。

●　４(3)イ及びウに、
・　行政機関の長は、通報者に対し、通報したこと
を理由として不利益な取扱いをすることのないよう
適切な措置を講じなければならないこと
・　行政機関の長は、通報者に対し、通報をしたこ
とを理由として懲戒処分その他不利益な取扱い等
を行った職員があるときは、当該職員に対し、懲
戒処分その他適切な措置を講ずるものとすること
を定めており、通報者の地位は守るために必要な
定めは規定しております。

イについて
他方、違法な指定や不適正な管理などをしている
取扱者には、必要な指導改善を行うほか、場合に
よっては相応の制裁が科されることも必要ではな
いか。

●　行政機関の長は、取扱業務者等から通報を
受けた場合は、調査を行い、その結果、特定秘密
の指定等又は特定行政文書ファイル等の管理が
特定秘密保護法等に従って行われていないことが
明らかになったときは、速やかに当該特定秘密の
指定の解除、当該特定行政文書ファイル等の適
切な管理その他の適切な措置を講ずるものとする
ことを、Ⅴ４（2）ア（エ）において記載しています。
なお、違法な指定や不適切な管理などを行った行
政機関の職員等については、国家公務員法等に
基づく懲戒処分により措置されることとなります。

イについて
通報したことを理由として、職員が通報者に対し不
利益な取扱いをしてしまった場合、当該不利益な
取扱いをした職員を処分するだけでなく原状回復
もすべきではないか。「不利益な取扱いを撤回・取
消しするとともに、その職員に懲戒処分その他適
切な措置をとるものとする」などとすべきではない
か。

●　御指摘を踏まえ、「当該不利益な取扱い等を
取り消し、又は是正するとともに、当該職員に対
し、懲戒処分その他適切な措置を講ずるものとす
る」と修正しました。
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通報者の保護だけでなく、通報者が所属する適合
事業者に対する差別的取扱いの禁止も必要。
つまり、行政機関が適合事業者に特定秘密だとし
て示してきた情報が、法律解釈としては特定秘密
に該当しないものであったような場合、取扱者がこ
れを通報すると、行政機関側はどの適合事業者
の取扱者が通報してきたかを知ることになり、行
政機関はこのようなうるさい従業員がいる企業に
は、以後仕事を回さないという対応に出る可能性
がある。そのような危険があることを適合事業者
が推測すれば、仕事を失いたくないという当然の
動機から、取扱者らに対して通報を禁じるかもしれ
ない。

●　御指摘を踏まえ、通報者が適合事業者の従
業者である場合には、通報者が所属する適合事
業者に対しても、通報をしたことを理由として不利
益な取扱いをしてはならないこととしました。

４
法第18条第２項に規
定する者及び国会へ
の報告

報告は、件数だけでは全く意味がない。分類を
しっかりして、概括的に状況が分かるような資料を
報告し、諮問会議や国会等で質問をさせるきっか
けとなるものでなくてはならない。
例えば、件数としては３件と1000件であっても、頁
数はどちらが多いか分からない。頁数についても
報告を行い、「件数は少ないのに頁数が多いのは
どういった情報なのか」等の質問がされやすいも
のとし、受けた質問に対してしっかりと説明を尽く
せば良い。

●　特定秘密の中には文書だけでなく物件も含ま
れること、特定秘密である情報とそうでない情報が
同一頁の中に混在する可能性のあること、フォント
の大きさや印刷の仕方により頁数が変わることか
ら、頁数については、必ずしも情報量を適切に表
すものとは言えず、公表する必要性については慎
重に検討すべきと考えます。

(1)
内閣総理大臣への報
告等

第18条第３
項

報告される件数については、できるだけ内訳（別
表記載事項ごと、細目ごとの内訳）も示したほうが
よいのではないか。

●　御指摘を踏まえ、件数は、事項の細目ごとに
報告することとしました。

国民への説明責任を果たす意味でも「国民に分か
りやすい形で取りまとめた概要」は、特定秘密の
開示にわたらない範囲でできるだけ具体的なもの
とすべきである旨定めてはいかがか。

●　国会等への報告については、特定秘密の開
示にわたらない範囲で具体的なものも含めつつ行
うことを想定していますが、これは、当該報告を
「国民にわかりやすい」ものにするための工夫の
一つであり、具体的なものとすることのみを改めて
特出しする必要はないと考えております。

アの（ア）から（ウ）までについては、細目ごとの件
数報告となっているが、国立公文書館等への移管
件数、廃棄件数等についても細目ごととしてはい
かがか。

●　ここでの報告事項は「ファイル」の件数です。
指定が解除され、又は指定の有効期間が満了し
た当該指定に係る情報が記録された行政文書
ファイル等や特定行政文書ファイル等には単一の
事項に限られない複数の特定秘密が含まれる可
能性があることから、国立公文書館等への移管件
数や廃棄件数に係る報告を事項の細目ごとに行
うことは困難であると考えております。

ア(ｱ)～(ｷ)では、「件数」のみを挙げているが、こ
れでは抽象的な件数しかわからず、実情把握に
はほど遠い。少なくとも、各ファイルの名称、内容
の概要、ページ数は必要ではないか。
(ｺ)では、苦情の件数だけでなく、内容の概要も報
告されるべきである。

●　国会法等改正案に係る国会審議も踏まえ、国
会に報告する際には、行政機関の長が保存する
特定秘密指定管理簿の写しを取りまとめたもの
を、５(3)アに定める事項に添付することとしまし
た。
●　苦情の内容の概要についても、可能な限り
「国民にわかりやすい形で取りまとめた概要」にお
いて盛り込むことを予定しております。

ア(ｱ)～(ｳ)について
細目ごとの件数だけでは、秘密指定した量も、内
容の目安もないので、検討の必要性をうかがわせ
るきっかけにならないのではないか。ページ数、
（録音・録画）時間なども必要とすべきではない
か。

ア(ｴ)～(ｶ)について
ページ数、（録音・録画）時間なども必要とすべき
ではないか。

ア(ｷ)について
件数だけでは処理内容が全くわからない。件数も
問題だが、どのような通報があったかも重要であ
る。

●　通報の処理内容の概要についても、可能な限
り「国民にわかりやすい形で取りまとめた概要」に
おいて盛り込むことを予定しております。

●　特定秘密は、できる限り部分を特定して表示
することとしており（施行令案５条）、一件の文書に
おいて、特定秘密である情報とそうでない情報が
同一頁の中に混在すること、フォントの大きさや印
刷の仕方により頁数が変わることから、特定秘密
である情報を記録する文書の頁数を正確に算出
することは困難であると考えます。
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ア(ｸ)について
件数だけでは人数が全くわからない。人数も必要
ではないか。

●　基本的に件数＝人数です。なお、例えば、あ
る行政機関で適性評価を受けた職員や適合事業
者の従業者について、同じ年に他の行政機関で
適性評価を受けることも想定されるところ、こうした
場合を統計的に正確に把握することは困難である
と考えます。一方で、一人の者が１年に複数回の
適性評価を受けることはあまり多くないと考えられ
ることから、適性評価の実施件数をお示しすること
により適性評価の実施規模は把握され得ると考え
ます。

ア(ｹ)について
この件数は人数か。同意を取り消した場合も含む
のか。

●　人数ではなく、不同意の件数であり、同意を取
り消した（運用基準では、同意の取下げ）件数も含
みます。

(2)
法第18条第２項に規
定する者への報告

第18条第２
項

報告は、件数のみではなく、傾向等についても可
能な限り行うべきではないか。それを「国民に分か
りやすい形で取りまとめた概要」においても反映す
べき。

●　御指摘のとおり、傾向等についても、「国民に
わかりやすい形で取りまとめた概要」において盛り
込むことを予定しております。

(3)
国会への報告及び公
表

第19条

その他

内閣官房の事務として、「特定秘密の指定及びそ
の解除（指定の有効期間の設定及び延長を含
む。）並びに…の事務」と記載すると、括弧書きの
記載が解除のみに掛かっているように読めるの
で、書きぶりを考慮してはいかがか。

●　御指摘を踏まえ書きぶりを修正しました。

内閣官房保全監視委員会（仮称）及び内閣府独
立公文書管理監（仮称）について、専門的技術知
識及び能力の向上に努めるものとして、委員等の
資格要件として記載するか、「このような要件とし
て選ばれたものであるから、その責務においてさ
らにその維持向上に努めなければならない」など
と記載すべきではないか。

●　御指摘を踏まえ、保全監視委員会（仮称）及び
内閣府独立公文書管理監（仮称）は、それぞれ
「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価
の実施の適正を確保するために必要な専門的技
術的知識及び能力の向上に努めなければならな
い」及び「特定秘密の指定及びその解除の適正を
確保するために必要な専門的技術的及び能力の
維持向上に努めなければならない」と記載しまし
た。

保全監視委員会、独立公文書管理監、情報保全
監察室が監視、検証、監察等を担うとのことである
が、設置の根拠は、本運用基準という理解で宜し
いか。
そうなのであれば、適正な監視、検証、監察等の
実施を担保するため、人的要件、業務における遵
守事項など、適正な監視等を実施するための要件
を本運用基準において定めるべきではないか。

●　内閣官房保全監視委員会（仮称）の設置自体
は本運用基準で定めますが、内閣府独立公文書
管理監（仮称）の設置自体は政令で、情報保全監
察室（仮称）の設置自体は内閣府訓令で定めるこ
とを検討しております。
●　本運用基準は、これらの機関の具体的な権
限・事務を定めるものです。
●　御指摘を踏まえ、これらの機関の人的要件、
業務における遵守事項等について、「１　内閣官
房及び内閣府の任務並びにその他の行政機関の
協力」及び「６　その他の遵守すべき事項」に規定
することとしました。

「（仮称）情報保全監察室」の室員は、各省庁から
集めることとなるのか。各省庁からの出向者で構
成すると、数年後には元の省庁に戻るため、現在
一番批判されている点でもある、チェック機関とし
ての独立性が担保できないこととなる。他方で、サ
ブスタンスについての理解がない人の集まりでは
チェックを行うことはできないので、各省庁からの
出向者も必要だろう。各省ＯＢという選択肢もある
かもしれない。

●　内閣府情報保全監察室（仮称）の人員につい
ては、専門性や行政機関との関係等を踏まえて検
討してまいりたいと考えております。

独立公文書管理監（仮称）の検証等の権限を原則
的にしっかり書くべきである。

●　御指摘を踏まえ、「１　内閣官房及び内閣府の
任務並びにその他の行政機関の協力」に内閣府
の任務を定め、「３(1)　内閣府独立公文書管理監
（仮称）による検証・監察・是正」に内閣府独立公
文書管理監（仮称）の事務を明記することとしまし
た。

Ⅵ　その他
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